
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動局と、前記移動局と第１の周波数を用いて通信を行う第１の基地局と、前記移動局
と第２の周波数を用いて通信を行う第２の基地局とを含み、
　前記移動局が 前記第１の基地局との間で回線を用いて通信を行

前記第２の周波数の受信品質 を 、
受信品質に応じて前記第２の基地局 を切替

えて通信を行うセルラシステムであって、
　 回線の品質が

前記移動局で 前記第
２の周波数の受信品質 回線の品質が

前記第２の周波数の受信品質の測定を ことを特徴とするセルラシステム。
【請求項２】
　前記第１の基地局は、止まり木チャネルを送信し、
　前記回線の品質は、前記止まり木チャネルの受信品質であることを特徴とする請求項１
記載のセルラシステム。
【請求項３】
　前記第１の基地局は、前記移動局における前記回線の受信品質に応じて前記回線の送信
電力を制御し、
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、 うとともに、前記第１
の周波数の受信品質の測定と の測定と 行い 前記第１の周
波数の受信品質及び前記第２の周波数の に回線

前記第１の基地局との間の 回線品質の基準以上である場合に、前記第１の
基地局との間の回線の送信電力の変化が所定の基準以下であれば、 の

の測定を停止し、前記第１の基地局との間の 前記回線
品質の基準以下、または前記回線の送信電力の変化が所定の基準よりも大きい場合に前記
移動局での 行う



　前記回線の品質は、前記送信電力であることを特徴とする請求項１記載のセルラシステ
ム。
【請求項４】
　前記移動局は、前記第１の基地局における前記回線の受信品質に応じて前記回線の送信
電力を制御し、
　前記回線の品質は、前記送信電力であることを特徴とする請求項１記載のセルラシステ
ム。
【請求項５】
　前記回線の品質が前記 である場合に、前記変化に関わらず、前記移
動局における前記第２の周波数の受信品質 測定 ことを特徴とする請求項１か
ら請求項４のいずれか記載のセルラシステム。
【請求項６】
　前記第１の基地局は、送信データを時間的に圧縮して送信しかつデータの送信を中断す
る空き時間を設け、
　前記移動局は、前記空き時間に前記第２の周波数の受信品質を測定することを特徴とす
る請求項１から請求項５のいずれか記載のセルラシステム。
【請求項７】
　第１の基地局との間で第１の周波数を用いて通信を行い、第２の基地局との間で第２の
周波数を用いて通信を行い、
　前記第１の基地局との間で回線を用いて通信を行

前記第２の周波数の受信品質 を 、
受信品質に応じて前記第２の基地局 を切替えて通信を行う

移動局であって、
　 回線の品質が

前記第２の周波数の受
信品質 する手段と 回線の品質が

前記第２の
周波数の受信品質の測定を 手段とを有することを特徴とする移動局。
【請求項８】
　前記回線の品質は、前記第１の基地局から送信される止まり木チャネルの受信品質であ
ることを特徴とする請求項７記載の移動局。
【請求項９】
　前記回線の品質は、自局における前記回線の受信品質に応じて前記第１の基地局で制御
される前記回線の送信電力であることを特徴とする請求項７記載の移動局。
【請求項１０】
　前記回線の品質は、前記第１の基地局における受信品質に応じて自局で制御される前記
回線の送信電力であることを特徴とする請求項７記載の移動局。
【請求項１１】
　前記回線の品質が前記 である場合に、前記変化に関わらず、自局に
おける前記第２の周波数の受信品質を測定することを特徴とする請求項７から請求項１０
のいずれか記載の移動局。
【請求項１２】
　前記第１の基地局が時間的に圧縮して送信するデータに設けかつその送信を中断する空
き時間に前記第２の周波数の受信品質を測定することを特徴とする請求項７から請求項１
１のいずれか記載の移動局。
【請求項１３】
　移動局と、前記移動局と第１の周波数を用いて通信を行う第１の基地局と、前記移動局
と第２の周波数を用いて通信を行う第２の基地局とを含み、
　前記移動局が 前記第１の基地局との間で回線を用いて通信を行

前記第２の周波数の受信品質 を 、
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回線品質の基準以下
の を行わせる

うとともに、前記第１の周波数の受信
品質の測定と の測定と 行い 前記第１の周波数の受信品質
及び前記第２の周波数の に回線

前記第１の基地局との間の 回線品質の基準以上である場合に、前記第１の
基地局との間の回線の送信電力の変化が所定の基準以下であれば、

の測定を停止 、前記第１の基地局との間の 前記回線品質の
基準以下、または前記回線の送信電力の変化が所定の基準よりも大きい場合に

行う

回線品質の基準以下

、 うとともに、前記第１
の周波数の受信品質の測定と の測定と 行い 前記第１の周



受信品質に応じて前記第２の基地局 を切替
えて通信を行うセルラシステムにおいて前記第１及び第２の基地局を制御する基地局制御
装置であって、
　 回線の品質が

前記第２の周波数の受
信品質

　 回線の品質が
前記第２の周波数の受信品質の測定を

ように前記第１及び第２の基地局と前記移動局とのうちの少なくとも一方に通知を行う手
段とを有することを特徴とする基地局制御装置。
【請求項１４】
　前記第１の基地局は、止まり木チャネルを送信し、
　前記回線の品質は、前記止まり木チャネルの受信品質であることを特徴とする請求項１
３記載の基地局制御装置。
【請求項１５】
　前記第１の基地局は、前記移動局における前記回線の受信品質に応じて前記回線の送信
電力を制御し、
　前記回線の品質は、前記送信電力であることを特徴とする請求項１３記載の基地局制御
装置。
【請求項１６】
　前記移動局は、前記第１の基地局における前記回線の受信品質に応じて前記回線の送信
電力を制御し、
　前記回線の品質は、前記送信電力であることを特徴とする請求項１３記載の基地局制御
装置。
【請求項１７】
　前記回線の品質が前記 である場合に、前記変化に関わらず、前記移
動局における前記第２の周波数の受信品質 測定 ことを特徴とする請求項１３
から請求項１６のいずれか記載の基地局制御装置。
【請求項１８】
　前記第１の基地局は、送信データを時間的に圧縮して送信しかつデータの送信を中断す
る空き時間を設け、
　前記移動局は、前記空き時間に前記第２の周波数の受信品質を測定することを特徴とし
た請求項１３から請求項１７のいずれか記載の基地局制御装置。
【請求項１９】
　移動局と、前記移動局と第１の周波数を用いて通信を行う第１の基地局と、前記移動局
と第２の周波数を用いて通信を行う第２の基地局とを含み、
　前記移動局が 前記第１の基地局との間で回線を用いて通信を行

前記第２の周波数の受信品質 を 、
受信品質に応じて前記第２の基地局 を切替

えて通信を行うセルラシステム 異周波数切替え方法であって、
　 回線の品質が

前記移動局で 前記第
２の周波数の受信品質 するステップと 回線の品
質が

前記第２の周波数の受信品質の測定を ステップとを有するこ
とを特徴とする異周波数切替え方法。
【請求項２０】
　前記第１の基地局は、止まり木チャネルを送信し、
　前記回線の品質は、前記止まり木チャネルの受信品質であることを特徴とする請求項１
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波数の受信品質及び前記第２の周波数の に回線

前記第１の基地局との間の 回線品質の基準以上である場合に、前記第１の
基地局との間の回線の送信電力の変化が所定の基準以下であれば、

の測定を停止するように前記第１及び第２の基地局と前記移動局とのうちの少なく
とも一方に通知を行う手段と、

前記第１の基地局との間の 前記回線品質の基準以下、または前記回線の送
信電力の変化が所定の基準よりも大きい場合に 行う

回線品質の基準以下
の を行わせる

、 うとともに、前記第１
の周波数の受信品質の測定と の測定と 行い 前記第１の周
波数の受信品質及び前記第２の周波数の に回線

に用いる
前記第１の基地局との間の 回線品質の基準以上である場合に、前記第１の

基地局との間の回線の送信電力の変化が所定の基準以下であれば、 の
の測定を停止 、前記第１の基地局との間の

前記回線品質の基準以下、または前記回線の送信電力の変化が所定の基準よりも大き
い場合に前記移動局での 行う



９記載の異周波数切替え方法。
【請求項２１】
　前記第１の基地局は、前記移動局における前記回線の受信品質に応じて前記回線の送信
電力を制御し、
　前記回線の品質 前記送信電力であることを特徴とする請求項１９記載の異周波数切替
え方法。
【請求項２２】
　前記移動局は、前記第１の基地局における前記回線の受信品質に応じて前記回線の送信
電力を制御し、
　前記回線の品質は、前記送信電力であることを特徴とする請求項１９記載の異周波数切
替え方法。
【請求項２３】
　前記回線の品質が前記 である場合に、前記変化に関わらず、前記移
動局における前記第２の周波数の受信品質 測定 ことを特徴とする請求項１９
から請求項２２のいずれか記載の異周波数切替え方法。
【請求項２４】
　前記第１の基地局は、送信データを時間的に圧縮して送信しかつデータの送信を中断す
る空き時間を設け、
　前記移動局は、前記空き時間に前記第２の周波数の受信品質を測定することを特徴とす
る請求項１９から請求項２３のいずれか記載の異周波数切替え方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はセルラシステム、移動局、基地局制御装置及びそれに用いる異周波数切替え方法
に関し、特にセルラシステムにおける異周波数切替え方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
符号分割多重接続方式を用いたセルラシステムにおいては、回線容量を高めるために、送
信電力制御が行われる。通常、送信電力制御は、
ＳＩＲ＝Ｓ／（Ｉ＋Ｎ )　　　　　　　　　　　　  ・・・（１）
という式で示される信号電力対干渉電力比（ＳＩＲ：Ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｆ
ｅｒｅｎｃｅ　ｐｏｗｅｒ　Ｒａｔｉｏ）の値を用いて行われる。
【０００３】
ここで、Ｓは希望波信号電力、Ｉは帯域当たりの干渉電力、Ｎは帯域当たりの雑音電力を
示す。送信電力制御は、受信側で、（１）式における受信ＳＩＲを測定し、その測定結果
が、目標ＳＩＲより小さければ、送信側に対して送信電力の増加を指示し、目標ＳＩＲよ
り大きければ、送信側に対して送信電力の減少を指示することで、回線品質を一定とする
制御が可能となり、回線容量を高めることができる。
【０００４】
また、符号分割多重接続方式を用いたセルラシステムにおいて、複数のキャリア周波数が
割り当てられている場合、キャリア周波数を切替えるための異周波数切替え技術が重要と
なる。
【０００５】
異周波数切替え技術は、通常、周波数利用効率を向上させるため、現在使用中のキャリア
周波数における回線の品質の劣化による回線遮断現象の回避という目的に対して制御され
る。
【０００６】
以下、異周波数切替え技術に関して、システム構成の観点から説明を行う。同一サービス
エリア内で２つのキャリア周波数を使用した場合におけるセルラシステムの構成を図１に
示す。また、上り回線及び下り回線におけるキャリア周波数の配置を図２に示す。図１に
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を

回線品質の基準以下
の を行わせる



おいて、移動局３０は基地局１０，１１，２０，２１に回線を接続することができる。移
動局３０が基地局１０，１１との回線で使用するキャリア周波数は、図２において、上り
回線及び下り回線で、キャリア周波数１０１、キャリア周波数１０３を各々使用するもの
とする。
【０００７】
同様に、図１において、移動局３０が、基地局２０，２１との回線で使用するキャリア周
波数は、図２において、上り回線及び下り回線で、キャリア周波数１０２、キャリア周波
数１０４を各々使用するものとする。また、移動局３０が通信中に基地局１０，１１に接
続するか、または基地局２０，２１に接続するかを判断して接続を行う異周波数切替え制
御は移動局３０または基地局制御装置６０において制御される。
【０００８】
以下に、異周波数切替え制御方法について説明を行う。図１において、初期状態として移
動局３０は基地局１０との間で回線を接続しているものとする。この時、移動局３０が下
り回線において、現在使用中のキャリア周波数は１０３、異周波数切替え先のキャリア周
波数は１０４となる。一方、上り回線において、移動局３０が現在使用中のキャリア周波
数は１０１、異周波数切替え先のキャリア周波数は１０２となる。
【０００９】
この時、移動局３０は現在使用中のキャリア周波数１０３の止まり木チャネルの受信品質
Ｑ＿１と、異周波数切替え先であるキャリア周波数１０４の止まり木チャネルの受信品質
Ｑ＿２とを測定して比較し、異周波数切替え先のキャリア周波数の受信品質Ｑ＿２と現在
使用中のキャリア周波数の止まり木チャネルの受信品質Ｑ＿１との差分が、以下の条件を
満足した時点を契機として異周波数切替えを行う。
【００１０】
異周波数切替えとは使用するキャリア周波数の切替えを意味し、この場合、下り回線にお
いて、キャリア周波数１０３からキャリア周波数１０４に周波数を切替え、上り回線にお
いて、キャリア周波数１０１からキャリア周波数１０２に周波数を切替えることをいう。
【００１１】
Ｑ＿２－Ｑ＿１＞Ｔｈ＿ＨＯ　　　　　　　　　　　・・・（２）
という式において、Ｔｈ＿ＨＯは異周波数切替え制御の判定閾値であり、Ｔｈ＿ＨＯは正
の値を持つ。通常、（２）式において、異周波数切替え制御の判定閾値Ｔｈ＿ＨＯが小さ
くなる程、回線遮断が生じる確率は小さくなるが、異周波数切替え制御の制御負荷が増加
するため、最適な値を設定する。
【００１２】
通常、複数のキャリア周波数を使用するセルラシステムにおいて、そのシステムの移動局
は、低消費電力化の観点から１つの発振器のみを用いて、必要に応じて発振器の発振周波
数を切替る方法を用いる。このような移動局の構成下で異周波数切替え先のキャリア周波
数の受信品質を測定する場合、発振器は１つであるため、移動局は異周波数切替え先のキ
ャリア周波数の受信品質を測定する時間中に、現在使用中のキャリア周波数からのデータ
を受信することができない。
【００１３】
したがって、システムにおいては、異周波数切替え先のキャリア周波数の受信品質の測定
時間分だけデータ空き時間を予め確保した状態で送信波形を作成しておく必要がある。こ
こで、通信速度を一定とした場合においてデータ空き時間を作成するためには、作成する
空き時間分のデータを圧縮する技術（データ圧縮技術）が必要となる。
【００１４】
一般に、データ圧縮技術は、拡散率を下げる方法、または符号化されたデータの一部を送
信しないことで符号化率を上げる方法によって、送信データを時間的に圧縮する。データ
圧縮技術はデータ圧縮技術を用いない場合と比べて、受信における誤り訂正能力が劣化す
るため、周波数の利用効率が減少する。したがって、データの空き時間が通信時間に占め
る割り合い（以下、データ空き時間割合とする）が高くなることは好ましくない。
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【００１５】
以上のことから、異周波数測定の際には、異周波数切替えのタイミングを小さいデータ空
き時間割合で精度よく判定することが望ましい。データ空き時間割合を減少させるために
、従来の技術ではさらに以下のような改善策が施されている。
【００１６】
第１の改善策は異周波数測定範囲の限定である。移動局３０において、下り回線において
、現在使用中のキャリア周波数の止まり木チャネルの受信品質Ｑ＿１及び異周波数切替え
先のキャリア周波数の止まり木チャネルの受信品質Ｑ＿２の時間波形を図３に示す。
【００１７】
図３において、異周波数測定時におけるデータ空き時間を減少させるために、移動局３０
は現在使用中のキャリア周波数の止まり木チャネルの受信品質Ｑ＿１が、
Ｑ＿１＜Ｔｈ＿ｓｔａｒｔ　　　　　　　　　　　　・・・（３）
という式を満足する時点ｔ１（あるいは t ３）を契機として、異周波数測定を行う。
【００１８】
その後、現在使用中のキャリア周波数の止まり木チャネルの受信品質Ｑ＿１が、
Ｑ＿１＞Ｔｈ＿ｅｎｄ　　　　　　　　　　　　　　・・・（４）
という式を満足する時点ｔ２を契機として異周波数測定を停止するか、あるいは（２）式
を満足した時点ｔ４を契機として異周波数切替え制御を開始させると同時に異周波数測定
を停止させる。この場合、（３）式及び（４）式における判定閾値Ｔｈ＿ｓｔａｒｔ及び
Ｔｈ＿ｅｎｄは、
Ｔｈ＿ｅｎｄ－Ｔｈ＿ｓｔａｒｔ＞０　　　　　　　・・・ ( ５ )
という式を満足するようなマージンをとるとよい。
【００１９】
（５）式において、Ｔｈ＿ｅｎｄとＴｈ＿ｓｔａｒｔとの差分が大きくなる程、マージン
が増すことを意味する。以上の概念のもと、判定閾値Ｔｈ＿ｓｔａｒｔ及びＴｈ＿ｅｎｄ
を用いて異周波数測定範囲の限定を行うことで、異周波数測定範囲の限定を行わない場合
と比べて、データ空き時間割合を減少させることができる。
【００２０】
第２の改善策は個別チャネル送信電力変動の検出による異周波数測定である。第２の改善
策は第１の改善策よりもさらにデータ空き時間割合を減少させる制御方法である。この制
御方法は個別チャネルの送信電力変動の検出結果を異周波数測定の開始、あるいは停止の
契機とする制御方法である。
【００２１】
具体的に説明すると、移動局３０において現在使用中のキャリア周波数の止まり木チャネ
ルの受信品質Ｑ＿１が、第１の改善策における異周波数測定範囲内である時、基地局制御
装置６０は移動局３０と接続状態にある基地局から、移動局３０に対する個別チャネルの
送信電力変動Ｄｅｌｔａ＿Ｔｘ＿Ｐｏｗを測定し、この個別チャネルの送信電力変動Ｄｅ
ｌｔａ＿Ｔｘ＿Ｐｏｗがある判定閾値Ｔｈ＿Ｄｅｌｔａ＿Ｔｘ＿Ｐｏｗより大きい、すな
わち、
Ｄｅｌｔａ＿Ｔｘ＿Ｐｏｗ＞Ｔｈ＿Ｄｅｌｔａ＿Ｔｘ＿Ｐｏｗ・・・（６）
という条件式を満足する時点を異周波数測定の契機として、異周波数測定を予め設定され
た一定時間行う制御方法である。ここで、（６）式のＤｅｌｔａ＿Ｔｘ＿Ｐｏｗは、ある
時刻ｔ＿ａとｔ＿ｂ（ｔ＿ａとｔ＿ｂとの関係はｔ＿ｂ－ｔ＿ａ＞０とする）における個
別チャネルの送信電力Ｔｘ＿Ｐｏｗとの差分である。
【００２２】
上記の方式は、個別チャネルの送信電力変動Ｄｅｌｔａ＿Ｔｘ＿Ｐｏｗがある判定閾値Ｔ
ｈ＿Ｄｅｌｔａ＿Ｔｘ＿Ｐｏｗより小さい、すなわち、
Ｄｅｌｔａ＿Ｔｘ＿Ｐｏｗ＜Ｔｈ＿Ｄｅｌｔａ＿Ｔｘ＿Ｐｏｗ・・・（７）
という条件式を満足する時点を異周波数測定を行わない契機として、異周波数測定を予め
設定された一定時間行わないとする制御と置き換えても基本的な概念は同じである。

10

20

30

40

50

(6) JP 4003536 B2 2007.11.7



【００２３】
以下、上記の制御方式の有効性に関する定性的な説明を行う。既に述べたように、符号分
割多重接続方式を用いたセルラシステムにおいては、個別チャネルに対して送信電力制御
が行われる。下り回線において、移動局は基地局から送信される信号に対して、（１）式
における受信ＳＩＲを観測し、この受信ＳＩＲが目標ＳＩＲより小さければ、基地局に対
して送信電力の増加を指示し、目標ＳＩＲより大きければ、基地局に対して送信電力の減
少を指示することで回線容量を高めている。
【００２４】
ここで、受信ＳＩＲが劣化する原因としては、（１）式における分子の希望波電力Ｓが減
少するか、あるいは分母の干渉電力Ｉと帯域当たりの雑音電力Ｎとの和（Ｉ＋Ｎ）が増大
するかのどちらかが支配的となった場合と考えられる。
【００２５】
また、受信ＳＩＲが減少する要因としては、（１）式の分子である希望波電力Ｓの減少が
支配的な場合、基地局と移動局との間の伝搬損失が増大したことによる希望波電力の減少
が考えられる。
【００２６】
一方、受信ＳＩＲが減少する要因としては、（１）式の分母の干渉電力Ｉと帯域当たりの
雑音電力Ｎとの和（Ｉ＋Ｎ）の増大が支配的である場合、帯域当たりの雑音電力Ｎを一定
とすると、分母の値（Ｉ＋Ｎ）が増大する原因は干渉電力Ｉが増加した場合と考えられる
。
【００２７】
以上のことから、（１）式において、受信ＳＩＲが減少する要因は、基地局と移動局との
間の伝搬損失が増大した場合、あるいは移動局で受信干渉電力が増大した場合が考えられ
る。
【００２８】
これによって、下り回線において、基地局から送信される個別チャネルの送信電力増加量
が大きくなることは、移動局における受信ＳＩＲが減少していることを示し、その原因と
しては、移動局と基地局との間の伝搬損失が増加しているか、あるいは移動局が受信する
干渉電力が増加していることが考えられる。
【００２９】
上記の理由によって、ある時間区間Ｔ内における個別チャネルの送信電力変動量が正の向
きに大きい場合には、その時間区間Ｔ内に移動局における受信ＳＩＲが減少した、すなわ
ち干渉電力が増加したかあるいは伝搬損失が増加した場合を表していると考えられる。こ
の個別チャネルの送信電力変動の情報をデータ空き時間割合を減少させる目的に用いるこ
とによって以下の利点がある。
【００３０】
第１の改善策においては、現在使用中のキャリア周波数の止まり木チャネルの受信品質Ｑ
＿１が異周波数測定範囲内である時に異周波数測定が継続される。この場合、現在の時刻
における現在使用中のキャリア周波数の止まり木チャネルの受信品質Ｑ＿１が、ある過去
の時刻における受信品質Ｑ＿１より改善されている場合でも、受信品質Ｑ＿１が異周波数
測定範囲内であれば、異周波数測定が継続される。
【００３１】
この場合に行われる異周波数測定は、受信品質が過去の時刻より改善されているので、不
必要である。この不必要な異周波数測定時間を減少させるために、（６）式に示すような
個別チャネルの送信電力変動の情報を用いて異周波数測定の制御を行う。ある時間区間Ｔ
内に個別チャネルの送信電力変動が正になるならば、その支配的要因として、移動局が受
信している干渉電力が増加している場合には、一般に止まり木チャネルの受信品質が劣化
していると考えられる。
【００３２】
したがって、現在の時点における止まり木チャネルの受信品質が過去の時点における受信
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品質より劣化した時にのみ異周波数測定が行われるので、不必要な異周波数測定は行われ
ず、その結果としてデータ空き時間割合が減少する。
【００３３】
一方、移動局が異周波数測定範囲内にある状態で、移動局の移動が停止した場合について
考える。この場合、移動局は静止をしているため、他のユーザによる干渉が増加しない限
り、止まり木チャネルの受信品質は一定となる。受信品質が一定の状態における異周波数
測定は不必要である。したがって、第１の改善策のみにおいては、受信品質が変化しない
のにも関わらず、不必要な異周波数測定が継続してしまうため、データ空き時間割合が増
加する。
【００３４】
また、第２の改善策においては、移動局が停止した場合、移動局における干渉電力が増加
しない限り、個別チャネルの送信電力変動が生じないため、移動局停止時における不必要
な異周波数測定は行われない。以上が第２の改善策の制御方式の有効性に関する定性的な
説明である。
【００３５】
【発明が解決しようとする課題】
上述した従来の異周波数切替え制御方法では、データ空き時間割合を減少させるために、
第２の改善策による異周波数切替え制御方法を用いた場合、本来、異周波数切替えを行う
べき時点で異周波数切替えが行われず、この原因によって回線遮断が生じる可能性がある
。
【００３６】
この問題について説明するため、移動局３０と現在回線を接続している基地局１０とにお
ける下り回線の個別チャネルの送信電力の時間波形を図４に示す。また、移動局３０にお
いて、下り回線において、現在使用中のキャリア周波数の止まり木チャネルの受信品質Ｑ
＿１及び異周波数切替え先のキャリア周波数の止まり木チャネルの受信品質Ｑ＿２の時間
波形を図５に示す。
【００３７】
図４において、時刻ｔ５から時刻ｔ６における個別チャネルの送信電力変動Ｄｅｌｔａ＿
Ｔｘ＿Ｐｏｗは、（６）式を満足しない状態を示している。この時、図５における止まり
木チャネルの受信品質の時間波形は、時刻ｔ６では、（２）式を既に満足している状態を
示す。
【００３８】
また、図５において、判定閾値Ｔｈ＿ｃａｌｌｄｒｏｐは、移動局３０が通信をすること
が可能となる最小の受信品質レベルを示し、時刻ｔ６以降では現在使用中のキャリア周波
数を用いて通信ができない状態を示している。
【００３９】
第２の改善策を適用した場合、図４及び図５において、時刻ｔ６においては（６）式を満
足しないので、異周波数測定は行われず、異周波数切替えが行われないので、移動局３０
の通信が遮断されるという問題がある。
【００４０】
また、データ空き時間割合を減少させるために、第２の改善策による異周波数切替え制御
方法を用いた場合、本来、異周波数切替えを行うべき時点で、異周波数切替えが行われず
、この原因によって回線遮断が生じる可能性がある。
【００４１】
この問題を説明するため、移動局３０と現在回線を接続中の基地局１０とにおける下り回
線の個別チャネルの送信電力の時間波形を図６に示す。通常、ある一定時間区間Ｔにおけ
る送信電力の変動分Ｄｅｌｔａ＿Ｔｘ＿Ｐｏｗは予め最適な値が設定されている。この場
合、図６において、時刻ｔ１と時刻ｔ２との間の時間Ｔにおける送信電力の変動分Ｄｅｌ
ｔａ＿Ｔｘ＿Ｐｏｗは（３）式を満足するため、異周波数測定が実行される。
【００４２】
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一方、図６において、時刻 t ３と時刻ｔ４との間の時間Ｔにおける送信電力の変動分Ｄｅ
ｌｔａ＿Ｔｘ＿Ｐｏｗは、（３）式を満足しない。これは移動局３０に対する個別チャネ
ルの送信電力が、送信電力の最大値Ｍａｘ＿Ｔｘ＿Ｐｏｗに達したためである。
【００４３】
この場合、送信電力の最大値Ｍａｘ＿Ｔｘ＿Ｐｏｗが有限であるために、本来、移動局に
おける干渉の増加、あるいは移動検出がされた時点で、異周波数測定が行われず、受信品
質が劣化する可能性が高くなる。
【００４４】
また、時間区間Ｔ内における送信電力の変動分Ｄｅｌｔａ＿Ｔｘ＿Ｐｏｗが（３）式を満
足はしないが、送信電力Ｔｘ＿Ｐｏｗの時間波形が送信電力の最大値Ｍａｘ＿Ｔｘ＿Ｐｏ
ｗまで単調に増加していく場合も、移動局３０で受信する干渉電力が増加しているのに関
わらず、異周波数測定が起動されないため、受信品質が劣化する可能性が高くなる。
【００４５】
そこで、本発明の目的は上記の問題点を解消し、異周波数切替え制御の不完全性によって
生じ得る回線の品質の劣化及び回線遮断現象の確率を小さくすることができ、回線の品質
をより高くすることができるセルラシステム、移動局、基地局制御装置及びそれに用いる
異周波数切替え方法を提供することにある。
【００４６】
【課題を解決するための手段】
　本発明によるセルラシステムは、移動局と、前記移動局と第１の周波数を用いて通信を
行う第１の基地局と、前記移動局と第２の周波数を用いて通信を行う第２の基地局とを含
み、
　前記移動局が 前記第１の基地局との間で回線を用いて通信を行

前記第２の周波数の受信品質 を 、
受信品質に応じて前記第２の基地局 を切替

えて通信を行うセルラシステムであって、
　 回線の品質が

前記移動局で 前記第
２の周波数の受信品質 回線の品質が

前記第２の周波数の受信品質の測定を ている。
【００４７】
　本発明による移動局は、第１の基地局との間で第１の周波数を用いて通信を行い、第２
の基地局との間で第２の周波数を用いて通信を行い、
　前記第１の基地局との間で回線を用いて通信を行

前記第２の周波数の受信品質 を 、
受信品質に応じて前記第２の基地局 を切替えて通信を行う

移動局であって、
　 回線の品質が

前記第２の周波数の受
信品質 する手段と 回線の品質が

前記第２の
周波数の受信品質の測定を 手段とを備えている。
【００４８】
　本発明による基地局制御装置は、移動局と、前記移動局と第１の周波数を用いて通信を
行う第１の基地局と、前記移動局と第２の周波数を用いて通信を行う第２の基地局とを含
み、
　前記移動局が 前記第１の基地局との間で回線を用いて通信を行

前記第２の周波数の受信品質 を 、
受信品質に応じて前記第２の基地局 を切替
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、 うとともに、前記第１
の周波数の受信品質の測定と の測定と 行い 前記第１の周
波数の受信品質及び前記第２の周波数の に回線

前記第１の基地局との間の 回線品質の基準以上である場合に、前記第１の
基地局との間の回線の送信電力の変化が所定の基準以下であれば、 の

の測定を停止し、前記第１の基地局との間の 前記回線
品質の基準以下、または前記回線の送信電力の変化が所定の基準よりも大きい場合に前記
移動局での 行っ

うとともに、前記第１の周波数の受信
品質の測定と の測定と 行い 前記第１の周波数の受信品質
及び前記第２の周波数の に回線

前記第１の基地局との間の 回線品質の基準以上である場合に、前記第１の
基地局との間の回線の送信電力の変化が所定の基準以下であれば、

の測定を停止 、前記第１の基地局との間の 前記回線品質の
基準以下、または前記回線の送信電力の変化が所定の基準よりも大きい場合に

行う

、 うとともに、前記第１
の周波数の受信品質の測定と の測定と 行い 前記第１の周
波数の受信品質及び前記第２の周波数の に回線



えて通信を行うセルラシステムにおいて前記第１及び第２の基地局を制御する基地局制御
装置であって、
　 回線の品質が

前記第２の周波数の受
信品質

　 回線の品質が
前記第２の周波数の受信品質の測定を

ように前記第１及び第２の基地局と前記移動局とのうちの少なくとも一方に通知を行う手
段とを備えている。
【００４９】
　本発明による異周波数切替え方法は、移動局と、前記移動局と第１の周波数を用いて通
信を行う第１の基地局と、前記移動局と第２の周波数を用いて通信を行う第２の基地局と
を含み、
　前記移動局が 前記第１の基地局との間で回線を用いて通信を行

前記第２の周波数の受信品質 を 、
受信品質に応じて前記第２の基地局 を切替

えて通信を行うセルラシステム 異周波数切替え方法であって、
　 回線の品質が

前記移動局で 前記第
２の周波数の受信品質 するステップと 回線の品
質が

前記第２の周波数の受信品質の測定を ステップとを備えてい
る。
【００５０】
すなわち、本発明のセルラシステムの異周波数切替え方法は、第１の基地局が第１の周波
数を用いて移動局と通信を行い、第２の基地局が第２の周波数を用いて移動局と通信を行
い、移動局が第１の基地局と回線を用いて通信を行っている間に、回線の品質の変化に応
じて第２の周波数の受信品質を測定し、その受信品質に応じて第２の基地局に回線を切替
えて通信を行うセルラシステムに用いられている。
【００５１】
上記のセルラシステムにおいては、回線の品質が第１の範囲内である第１の場合に変化が
所定の基準よりも大きければ移動局における第２の周波数の受信品質を測定し、回線の品
質が第１の範囲外である第２の場合に第１の場合に比べて高い頻度で移動局における第２
の周波数の受信品質を測定している。
【００５２】
本発明の移動局では、移動局が回線の接続で使用している下り回線の止まり木チャネルの
受信品質を測定する手段と、移動局が回線の接続で使用している下り回線のキャリア周波
数と異なるキャリア周波数の止まり木チャネルの受信品質を測定する手段と、移動局が回
線の接続で使用している下り回線の止まり木チャネルの受信品質及び移動局が回線の接続
で使用している下り回線のキャリア周波数と異なるキャリア周波数の止まり木チャネルの
受信品質の測定結果を用いて閾値判定を行う手段と、閾値判定の結果に基づいて移動局が
使用する回線のキャリア周波数の変更制御を行う手段と、基地局の送信電力の測定結果を
受信する手段と、基地局の送信電力の測定結果を閾値判定する手段と、基地局の送信電力
の測定結果を閾値判定した結果によって回線の接続で使用している下り回線のキャリア周
波数と異なるキャリア周波数の止まり木チャネルの受信品質測定の開始または停止を判断
する手段とを設けている。
【００５３】
また、本発明の他の移動局では、移動局が回線の接続で使用している下り回線の止まり木
チャネルの受信品質を測定する手段と、移動局が回線の接続で使用している下り回線のキ
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前記第１の基地局との間の 回線品質の基準以上である場合に、前記第１の
基地局との間の回線の送信電力の変化が所定の基準以下であれば、

の測定を停止するように前記第１及び第２の基地局と前記移動局とのうちの少なく
とも一方に通知を行う手段と、

前記第１の基地局との間の 前記回線品質の基準以下、または前記回線の送
信電力の変化が所定の基準よりも大きい場合に 行う

、 うとともに、前記第１
の周波数の受信品質の測定と の測定と 行い 前記第１の周
波数の受信品質及び前記第２の周波数の に回線

に用いる
前記第１の基地局との間の 回線品質の基準以上である場合に、前記第１の

基地局との間の回線の送信電力の変化が所定の基準以下であれば、 の
の測定を停止 、前記第１の基地局との間の

前記回線品質の基準以下、または前記回線の送信電力の変化が所定の基準よりも大き
い場合に前記移動局での 行う



ャリア周波数と異なるキャリア周波数の止まり木チャネルの受信品質を測定する手段と、
移動局が回線の接続で使用している下り回線の止まり木チャネルの受信品質及び移動局が
回線の接続で使用している下り回線のキャリア周波数と異なるキャリア周波数の止まり木
チャネルの受信品質の測定結果を用いて閾値判定を行う手段と、閾値判定の結果に基づい
て移動局が使用する回線のキャリア周波数の変更制御を行う手段と、移動局が回線の接続
で使用している下り回線の止まり木チャネルの受信品質に対して閾値判定をする手段と、
閾値判定結果に基づいて止まり木チャネルの受信品質測定の開始または停止を判断する手
段と、基地局の送信電力の測定結果を受信する手段と、基地局の送信電力の測定結果を閾
値判定する手段と、基地局の送信電力の測定結果を閾値判定した結果によって回線の接続
で使用している下り回線のキャリア周波数と異なるキャリア周波数の止まり木チャネルの
受信品質測定の開始または停止を判断する手段と、移動局が回線の接続で使用している下
り回線の止まり木チャネルの受信品質に対して閾値判定をする手段と、閾値判定結果に基
づいて止まり木チャネルの受信品質測定の開始または停止を判断する手段とを設けている
。
【００５４】
本発明の別の移動局では、移動局が回線の接続で使用している下り回線の止まり木チャネ
ルの受信品質を測定する手段と、移動局が回線の接続で使用している下り回線のキャリア
周波数と異なるキャリア周波数の止まり木チャネルの受信品質を測定する手段と、移動局
が回線の接続で使用している下り回線の止まり木チャネルの受信品質及び移動局が回線の
接続で使用している下り回線のキャリア周波数と異なるキャリア周波数の止まり木チャネ
ルの受信品質の測定結果を用いて閾値判定を行う手段と、閾値判定の結果に基づいて移動
局が使用する回線のキャリア周波数の変更制御を行う手段と、移動局の送信電力の測定を
行う手段と、移動局の送信電力の測定結果を閾値判定する手段と、移動局の送信電力の測
定結果を閾値判定した結果によって回線の接続で使用している下り回線のキャリア周波数
と異なるキャリア周波数の止まり木チャネルの受信品質測定の開始または停止を判断する
手段とを設けている。
【００５５】
本発明のさらに別の移動局では、移動局が回線の接続で使用している下り回線の止まり木
チャネルの受信品質を測定する手段と、移動局が回線の接続で使用している下り回線のキ
ャリア周波数と異なるキャリア周波数の止まり木チャネルの受信品質を測定する手段と、
移動局が回線の接続で使用している下り回線の止まり木チャネルの受信品質及び移動局が
回線の接続で使用している下り回線のキャリア周波数と異なるキャリア周波数の止まり木
チャネルの受信品質の測定結果を用いて閾値判定を行う手段と、閾値判定の結果に基づい
て移動局が使用する回線のキャリア周波数の変更制御を行う手段と、移動局の送信電力の
測定を行う手段と、移動局の送信電力の測定結果を閾値判定する手段と、移動局の送信電
力の測定結果を閾値判定した結果により回線の接続で使用している下り回線のキャリア周
波数と異なるキャリア周波数の止まり木チャネルの受信品質測定の開始または停止を判断
する手段と、移動局が回線の接続で使用している下り回線の止まり木チャネルの受信品質
に対して閾値判定をする手段と、閾値判定結果に基づいて止まり木チャネルの受信品質測
定の開始または停止を判断する手段とを設けている。
【００５６】
本発明の基地局制御装置では、移動局が回線の接続で使用している下り回線の止まり木チ
ャネルの受信品質の測定結果を受信する手段と、移動局が回線の接続で使用している下り
回線のキャリア周波数と異なるキャリア周波数の止まり木チャネルの受信品質の測定結果
を受信する手段と、移動局が回線の接続で使用している下り回線の止まり木チャネルの受
信品質及び移動局が回線の接続で使用している下り回線のキャリア周波数と異なるキャリ
ア周波数の止まり木チャネルの受信品質の測定結果を用いて閾値判定を行う手段と、閾値
判定の結果に基づいて移動局が使用する回線のキャリア周波数の変更制御を行う手段と、
基地局の送信電力の測定結果を受信する手段と、基地局の送信電力の測定結果を閾値判定
する手段と、基地局の送信電力の測定結果を閾値判定した結果によって回線の接続で使用
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している下り回線のキャリア周波数と異なるキャリア周波数の止まり木チャネルの受信品
質測定の開始または停止を判断する手段とを設けている。
【００５７】
本発明の他の基地局制御装置では、移動局が回線の接続で使用している下り回線の止まり
木チャネルの受信品質の測定結果を受信する手段と、移動局が回線の接続で使用している
下り回線のキャリア周波数と異なるキャリア周波数の止まり木チャネルの受信品質の測定
結果を受信する手段と、移動局が回線の接続で使用している下り回線の止まり木チャネル
の受信品質及び移動局が回線の接続で使用している下り回線のキャリア周波数と異なるキ
ャリア周波数の止まり木チャネルの受信品質の測定結果を用いて閾値判定を行う手段と、
閾値判定の結果に基づいて移動局が使用する回線のキャリア周波数の変更制御を行う手段
と、移動局が回線の接続で使用している下り回線の止まり木チャネルの受信品質に対して
閾値判定をする手段と、閾値判定結果に基づいて止まり木チャネルの受信品質測定の開始
または停止を判断する手段と、基地局の送信電力の測定結果を受信する手段と、基地局の
送信電力の測定結果を閾値判定する手段と、基地局の送信電力の測定結果を閾値判定した
結果によって回線の接続で使用している下り回線のキャリア周波数と異なるキャリア周波
数の止まり木チャネルの受信品質測定の開始または停止を判断する手段とを設けている。
【００５８】
本発明の別の基地局制御装置では、移動局が回線の接続で使用している下り回線の止まり
木チャネルの受信品質の測定結果を受信する手段と、移動局が回線の接続で使用している
下り回線のキャリア周波数と異なるキャリア周波数の止まり木チャネルの受信品質の測定
結果を受信する手段と、移動局が回線の接続で使用している下り回線の止まり木チャネル
の受信品質及び移動局が回線の接続で使用している下り回線のキャリア周波数と異なるキ
ャリア周波数の止まり木チャネルの受信品質の測定結果を用いて閾値判定を行う手段と、
閾値判定の結果に基づいて移動局が使用する回線のキャリア周波数の変更制御を行う手段
と、移動局の送信電力の測定結果を受信する手段と、移動局の送信電力の測定結果を閾値
判定する手段と、移動局の送信電力の測定結果を閾値判定した結果によって回線の接続で
使用している下り回線のキャリア周波数と異なるキャリア周波数の止まり木チャネルの受
信品質測定の開始または停止を判断する手段とを設けている。
【００５９】
本発明のさらに別の基地局制御装置では、移動局が回線の接続で使用している下り回線の
止まり木チャネルの受信品質の測定結果を受信する手段と、移動局が回線の接続で使用し
ている下り回線のキャリア周波数と異なるキャリア周波数の止まり木チャネルの受信品質
の測定結果を受信する手段と、移動局が回線の接続で使用している下り回線の止まり木チ
ャネルの受信品質及び移動局が回線の接続で使用している下り回線のキャリア周波数と異
なるキャリア周波数の止まり木チャネルの受信品質の測定結果を用いて閾値判定を行う手
段と、閾値判定の結果に基づいて移動局が使用する回線のキャリア周波数の変更制御を行
う手段と、移動局が回線の接続で使用している下り回線の止まり木チャネルの受信品質の
測定結果に対して閾値判定をする手段と、閾値判定結果に基づいて止まり木チャネルの受
信品質測定の開始または停止を判断する手段と、移動局の送信電力の測定結果を受信する
手段と、移動局の送信電力の測定結果を閾値判定する手段と、移動局の送信電力の測定結
果を閾値判定した結果によって回線の接続で使用している下り回線のキャリア周波数と異
なるキャリア周波数の止まり木チャネルの受信品質測定の開始または停止を判断する手段
とを設けている。
【００６０】
上記のような動作及び構成をとることによって、本発明では、異周波数切替え制御の不完
全性によって生じ得る回線の品質の劣化及び回線遮断現象の確率を小さくすることが可能
となり、回線の品質をより高くすることが可能となる。
【００６１】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の実施例について図面を参照して説明する。図１は本発明の第１の実施例に
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よる符号分割多重接続方式を用いたセルラシステムの構成を示すブロック図である。図１
においては、同一サービスエリア内で２つのキャリア周波数を使用した場合におけるセル
ラシステムの構成を示している。
【００６２】
この場合、移動局３０～３２は基地局１０，１１，２０，２１との間で回線を接続するこ
とができる。尚、図１において、６０は基地局制御装置、４０，４１は止まり木チャネル
、５０，５１は下り回線個別チャネル、７０，７１は上り回線個別チャネルをそれぞれ示
している。
【００６３】
基地局１０は第１の周波数を用いて移動局３０と通信を行い、基地局２０は第２の周波数
を用いて移動局３０と通信を行い、移動局３０は基地局１０と回線を用いて通信を行って
いる間に、回線の品質の変化に応じて第２の周波数の受信品質を測定し、その受信品質に
応じて基地局２０に回線を切替えて通信を行う。
【００６４】
回線の品質が第１の範囲内である場合には、変化が所定の基準よりも大きい時に移動局３
０における第２の周波数の受信品質を測定し、回線の品質が第１の範囲外である場合には
、第１の範囲内の場合に比べて高い頻度で、移動局３０における第２の周波数の受信品質
を測定する。
【００６５】
図２は上り回線及び下り回線におけるキャリア周波数配置を示す図である。図２において
、移動局３０が基地局１０，１１との回線で使用するキャリア周波数は上り回線及び下り
回線で、キャリア周波数１０１、キャリア周波数１０３を各々使用するものとする。同様
に、移動局３０が基地局２０，２２との回線で使用するキャリア周波数は上り回線及び下
り回線で、キャリア周波数１０２、キャリア周波数１０４を各々使用するものとする。
【００６６】
また、移動局３０または基地局制御装置６０においては、移動局３０が通信中に基地局１
０，１１と接続するか、または基地局２０，２１と接続するかを判断して接続を行う異周
波数切替え制御を行う。尚、上り回線及び下り回線では送信電力制御が適用されている。
【００６７】
移動局３０における異周波数測定は拡散率を下げる方法、または符号化されたデータの一
部を送信しないことで符号化率を上げる方法によって、下り回線の送信データを時間的に
圧縮することで、データが送信されない空き時間を設け、このデータの空き時間を利用し
て測定される。
【００６８】
図３は受信品質の時間波形を示す図であり、図４は受信品質の時間波形を示す図であり、
図５は受信品質の時間波形を示す図である。図６は個別チャネルの送信電力の時間波形を
示す図であり、図７は受信品質の時間波形を示す図であり、図８は個別チャネルの送信電
力の時間波形を示す図である。
【００６９】
図３において、移動局３０は現在使用中のキャリア周波数の止まり木チャネルの受信品質
Ｑ＿１が、（３）式における判定閾値Ｔｈ＿ｓｔａｒｔ以下となった時点 t １（あるいは
t ３）を契機として、一定時間Ｔ＿ｓｔａｒｔだけ異周波数測定（異周波数切替え先のキ
ャリア周波数の止まり木チャネルの受信品質Ｑ＿２の測定）を行う。一定時間Ｔ＿ｓｔａ
ｒｔ時間内に異周波数切替え先のキャリア周波数の受信品質Ｑ＿２と、現在使用中のキャ
リア周波数の止まり木チャネルの受信品質Ｑ＿１との差分が（２）式の条件を満足した時
点を契機として異周波数切替えを行う。
【００７０】
一方、Ｔ＿ｓｔａｒｔ時間経過後においても異周波数切替え先のキャリア周波数の受信品
質Ｑ＿２と、現在使用中のキャリア周波数の止まり木チャネルの受信品質Ｑ＿１との差分
が（２）式の条件を満足しない場合、基地局制御装置６０は移動局３０に対して異周波数
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測定の停止を指示し、移動局３０と現在回線を接続している基地局１０に対して、移動局
３０に対する下り回線の個別チャネルの送信電力値Ｔｘ＿Ｐｏｗ、及び送信電力差分Ｄｅ
ｌｔａ＿Ｔｘ＿Ｐｏｗの測定を指示する。
【００７１】
その後、個別チャネルの送信電力変動Ｄｅｌｔａ＿Ｔｘ＿Ｐｏｗが（６）式を満足した場
合、基地局制御装置６０は移動局３０に対して、一定時間Ｔ＿ｏｂの異周波数測定を指示
し、その結果、（２）式を満足した場合には異周波数切替えが実行される。一定時間Ｔ＿
ｏｂ後は異周波数測定を停止し、再度、（６）式を満足するまで個別チャネルの送信電力
変動の測定を行う。
【００７２】
尚、上記の方式は、個別チャネルの送信電力変動Ｄｅｌｔａ＿Ｔｘ＿Ｐｏｗがある判定閾
値Ｔｈ＿Ｄｅｌｔａ＿Ｔｘ＿Ｐｏｗより小さい、すなわち（７）式の条件式を満足する時
点を異周波数測定を行わない契機として、異周波数測定を予め設定された一定時間行わな
いとする制御と置き換えても基本的な概念は同じである。
【００７３】
本発明の第１の実施例によるセルラシステムでは、さらに上記の課題によって生じる回線
遮断現象を回避するため、新たに、以下の制御を付加する。上記の制御の説明を行うため
に、図７に、移動局３０において下り回線で現在使用中のキャリア周波数の止まり木チャ
ネルの受信品質Ｑ＿１、及び異周波数切替え先のキャリア周波数の止まり木チャネルの受
信品質Ｑ＿２の時間波形を示す。
【００７４】
本発明の第 1 の実施例で新たに付加する制御は、上記の第２の改善策による異周波数測定
の開始、停止の制御である。図７において、現在使用中のキャリア周波数の受信品質Ｑ＿
１が、
Ｑ＿１＜Ｔｈ＿ｃｈａｎｇｅ１　　　　　　　　　　・・・（８）
という式で与えられる条件を満足した場合、これを契機として、上記の第２の改善策によ
る異周波数測定の開始、停止の制御を停止させる。
【００７５】
以上の制御を付加することで、上述した回線遮断が発生する確率が低くなる。尚、第２の
改善策による異周波数測定の開始、停止の制御は、現在使用中のキャリア周波数の受信品
質Ｑ＿１が、
Ｑ＿１＞Ｔｈ＿ｃｈａｎｇｅ２　　　　　　　　　　・・・（９）
という式を満足した際に起動される。
【００７６】
（８）式における判定閾値Ｔｈ＿ｃｈａｎｇｅ１と、（９）式における判定閾値Ｔｈ＿ｃ
ｈａｎｇｅ２とは、判定閾値の切替え制御の頻度を減らすため、
Ｔｈ＿ｃｈａｎｇｅ２－Ｔｈ＿ｃｈａｎｇｅ 1 ＞０　・・・（１０）
という式を満足するようにマージンを持たせるとよい。
【００７７】
上記の異周波数測定制御は、図３において、現在使用中のキャリア周波数の止まり木チャ
ネルの受信品質Ｑ＿１が、ある判定閾値Ｔｈ＿ｅｎｄ以上となった時点 t ２を契機として
停止するか、あるいは図３において、（２）式を満足した時点ｔ４を契機として異周波数
切替え制御を開始させると同時に異周波数測定を停止させる。
【００７８】
また、移動局がソフトハンドオーバ中で、複数の基地局と同時に接続している場合、これ
らの基地局に移動局に対する個別チャネルの送信電力の測定を指示する際、移動局と最も
回線状態が良い基地局に対して行うか、あるいは複数の基地局に対して行ってもよい。
【００７９】
図９は図１の基地局制御装置６０の構成を示すブロック図である。図９において、基地局
制御装置６０は１つまたは複数の基地局１０，１１，２０，２１からの信号を受信する入
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力端子６０１と、受信信号を処理する受信処理部６０２と、移動局３０～３２または基地
局１０，１１，２０，２１からの制御信号に基づいて制御を行う制御部６０３と、送信処
理部６０４と、 1 つまたは複数の基地局１０，１１，２０，２１へ信号を送信する出力端
子６０５と、制御部６０３からの制御信号を受けて異周波数測定及び異周波切替えの判断
を行う異周波数切替え制御部６０６とから構成されている。
【００８０】
制御部６０３は移動局３０～３２と基地局１０，１１，２０，２１との間の回線設定に関
する制御を行う。異周波数切替え制御部６０６は移動局３０～３２から異周波数測定及び
異周波数切替え制御に対する要求の制御信号を受け、移動局３０～３２と回線接続状態に
ある基地局１０，１１，２０，２１に対して、異周波数測定、個別チャネルのデータ空き
時間の作成、及び周波数切替えの制御信号を送信する。
【００８１】
異周波数切替え制御部６０６は制御部６０３から移動局３０～３２のキャリア周波数の受
信品質の情報を受け、その情報に応じて異周波数切替えの判断を行う。異周波数切替え制
御部６０６は基地局１０，１１，２０，２１の送信電力の測定に関する制御信号を受信し
、異周波数測定切替えの判断を行う。
【００８２】
図１０は図１の基地局１０の構成を示すブロック図である。図１０において、基地局１０
は 1 つまたは複数の移動局３０～３２に対して信号を送受信するアンテナ１１１と、送信
信号及び受信信号を高周波処理する送受信共用器１１２と、信号の受信処理を行う受信処
理部１１３と、基値局制御装置６０から送信される制御信号を受信する入力端子１２０か
らの情報を用いて制御を行う制御部１１４と、制御部１１４での制御情報を基地局制御装
置６０へ送信する出力端子１１９と、受信データを出力する出力端子１１５と、送信デー
タを受信する入力端子１１６と、送信データと制御信号を合成するマルチプレクサ（ＭＵ
Ｘ）１１７と、送信データ処理を行う送信処理部１１８とから構成されている。
【００８３】
送受信共用器１１２は制御部１１４から周波数切替えの制御信号を受け、送信あるいは受
信で使用する周波数切替え等を行う。制御部１１４は受信処理部１１３から信号を基に受
信品質を測定し、移動局３０～３２に対して送信電力制御を行う。制御部１１４は基地局
制御装置６０から受信する制御信号に基づいて、基地局１０，１１，２０，２１の送受信
制御を行う。
【００８４】
また、制御部１１４は基地局制御装置６０から異周波数切替えの制御信号を受信し、送信
あるいは受信で使用する周波数の切替えの制御信号を送受信共用器１１２に送信する。制
御部１１４は基地局制御装置６０から異周波数切替えの制御信号を受信し、個別チャネル
のデータ空き時間を作成するための制御信号を送受信共用器１１２に送信する。
【００８５】
さらに、制御部１１４は自局（基地局１０）の送信電力の測定に関する制御信号を基地局
制御装置６０から受信し、送信電力の測定を行う機能と、自局（基地局１０）の送信電力
の測定結果に関する信号を基地局制御装置６０に送信する機能とを有している。尚、図示
していないが、他の基地局１１，２０，２１も上記の基地局１０と同様の構成となってい
る。
【００８６】
図１１は図１の移動局３０の構成を示すブロック図である。図１１において、移動局３０
は 1 つまたは複数の基地局１０，１１，２０，２１に対して信号を送受信するアンテナ３
０１と、送信信号及び受信信号を高周波処理する送受信共用器３０２と、信号の受信処理
を行う受信処理部３０３と、送信データを出力する出力端子３０５と、受信処理部３０３
からの制御信号に基づいて制御を行う制御部３０４と、送信データを受信する入力端子３
０６と、制御部３０４から送信される制御信号及び入力端子３０６から入力される送信デ
ータを合成するマルチプレクサ（ＭＵＸ）３０７と、送信データ処理を行う送信処理部３
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０８とから構成されている。
【００８７】
制御部３０４は受信処理部３０３から基地局１０から送信される止まり木チャネルを周期
的に測定し、測定結果に関する情報を基地局制御装置６０に送信するための処理を行う。
制御部３０４は受信処理部３０３からの信号を基に受信品質を測定し、１つまたは複数の
基地局１０，１１，２０，２１に対して送信電力制御信号を生成する。制御部３０４は 1 
つまたは複数の基地局１０，１１，２０，２１から受信した制御情報を基に送信電力制御
を行う。尚、図示していないが、他の移動局３１，３２は上記の移動局３０と同様の構成
となっている。
【００８８】
上述した基地局制御装置６０、基地局１０，１１，２０，２１、移動局３０～３２各々の
構成において、本発明の第１の実施例における根幹をなす制御動作は、異周波数切替え制
御部６０６で行われる。
【００８９】
図１２～図１４は本発明の第 1 の実施例による異周波数切替え制御部６０６の動作を示す
フローチャートである。これら図１２～図１４を用いて異周波数切替え制御部６０６の制
御動作について説明する。
【００９０】
異周波数切替え制御部６０６は移動局３０に対して現在使用中のキャリア周波数の受信品
質Ｑ＿１の測定を指示し、その測定結果を受信する。この場合の制御のスタートは異周波
数切替え制御部６０６において、上記の第１の改善策における（３）式の条件を満足した
時点を示す。また、上記の制御のエンドは異周波数切替えの実行を示す。
【００９１】
異周波数切替え制御部６０６は上記の制御が開始されると、制御フラグ（Ｆｌａｇ１）を
０にセットした後（図１２ステップＳ１）、異周波数切替え先のキャリア周波数の受信品
質Ｑ＿２の一定時間Ｔ＿ｓｔａｒｔの測定を移動局３０に指示し、その測定結果を受信す
る（図１２ステップＳ２）。
【００９２】
その後、異周波数切替え制御部６０６は現在使用中のキャリア周波数の受信品質Ｑ＿１と
、異周波数切替え先のキャリア周波数の受信品質Ｑ＿２とに対して（２）式の条件判定を
行う（図１２ステップＳ３）。このステップＳ３の条件を満足した場合、異周波数切替え
制御部６０６は異周波数切替えを行う（上記の制御のエンド）。
【００９３】
ステップＳ３の条件を満足しない場合、異周波数切替え制御部６０６は異周波数切替え先
のキャリア周波数の受信品質Ｑ＿２の測定時間が予め設定した測定時間Ｔ＿ｓｔａｒｔに
到達したか否かを判定する（図１２ステップＳ４）。ステップＳ４の条件を満足しない場
合には、ステップＳ３に帰還する。
【００９４】
ステップＳ４の条件を満足した場合、異周波数切替え制御部６０６は移動局３０に対して
、異周波数切替え先のキャリア周波数の受信品質Ｑ _ ２の測定の停止を指示する（図１２
ステップＳ５）。ステップＳ５の後、異周波数切替え制御部６０６は基地局１０に対し、
移動局３０に対する個別チャネルの送信電力Ｔｘ＿Ｐｏｗの測定を指示する（図１２ステ
ップＳ６）。
【００９５】
ステップＳ６の後、異周波数切替え制御部６０６は制御フラグ（Ｆｌａｇ１）の判定を行
う（図１２ステップＳ７）。ステップＳ７の条件を満足しない場合、異周波数切替え制御
部６０６は現在使用中のキャリア周波数の受信品質Ｑ _ １に対して（９）式の条件判定を
行う（図１２ステップＳ８）。
【００９６】
一方、ステップＳ７の条件を満足する場合、異周波数切替え制御部６０６は現在使用中の
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キャリア周波数の受信品質Ｑ _ １に対して（８）式の条件判定を行う（図１３ステップＳ
１０）。ステップＳ１０の条件を満足した場合、異周波数切替え制御部６０６は制御フラ
グ（Ｆｌａｇ１）を１にセットし（図１３ステップＳ１１）、その後に、異周波数切替え
制御部６０６は基地局１０に対して、移動局３０に対する下り回線の個別チャネルの送信
電力Ｔｘ＿Ｐｏｗの測定の停止を指示する（図１３ステップＳ１２）。
【００９７】
ステップＳ１２の後、異周波数切替え制御部６０６は移動局３０に対して異周波数切替え
先のキャリア周波数の受信品質Ｑ _ ２の測定の指示し、その測定結果を受信する（図１３
ステップＳ１３）。ステップＳ１３の後、異周波数切替え制御部６０６は（２）式の条件
判定を行う（図１３ステップＳ１４）。ステップＳ１４の条件を満足した場合、異周波数
切替え制御部６０６は異周波数切替え制御を開始する（上記の制御のエンド）。
【００９８】
一方、ステップＳ１４の条件を満足しない場合、ステップＳ７に帰還する。ステップＳ８
において、条件を満足した場合、異周波数切替え制御部６０６は制御フラグ　（Ｆｌａｇ
１）を０にセットし（図１２ステップＳ９）、（６）式の条件判定を行う（図１４ステッ
プＳ１５）。ステップＳ１５を満足しない場合、ステップＳ７に帰還する。
【００９９】
ステップＳ１５を満足した場合、異周波数切替え制御部６０６は基地局１０に対して、移
動局３０に対する下り回線の個別チャネルの送信電力Ｔｘ＿Ｐｏｗの測定の停止を指示す
る（図１４ステップＳ１６）。ステップＳ１６の後、異周波数切替え制御部６０６は移動
局３０に対して異周波数切替え先のキャリア周波数の受信品質Ｑ _ ２の一定時間Ｔ _ ｏｂ
の測定を指示し、その測定結果を受信する（図１４ステップＳ１７）。
【０１００】
ステップＳ１７の後、異周波数切替え制御部６０６は（２）式の条件判定を行う　（図１
４ステップＳ１８）。ステップＳ１８の条件を満足しない場合、異周波数切替え制御部６
０６は異周波数切替え先のキャリア周波数の受信品質Ｑ _ ２の測定時間が、予め設定した
測定時間Ｔ _ ｏｂに到達したか否かを判定する（図１４ステップＳ１９）。ステップＳ１
９の条件を満足した場合、ステップＳ６に帰還する。
【０１０１】
一方、ステップＳ１８を満足した場合、異周波数切替え制御部６０６は異周波数切替え制
御を開始する（上記の制御のエンド）。尚、上記の制御は上述した第１の改善策における
（４）式の条件を満足した時点で停止される。
【０１０２】
このように、本発明の第１の実施例では、現在使用中のキャリア周波数の止まり木チャネ
ルの受信品質が劣化し、その後、（３）式の条件を満足した時点で下り回線の個別チャネ
ル送信電力変動に応じた異周波数測定制御を開始させている。
【０１０３】
以上の制御を行うことによって、現在使用中のキャリア周波数の止まり木チャネルの受信
品質が良い状態における不必要な異周波数測定の制御負荷を減少させることができる。ま
た、異周波数測定の際に送信データを時間的に圧縮している場合には、異周波数測定時に
おけるデータの空き時間が通信時間に占める割り合い（以下、データ空き時間割合とする
）を小さくすることができる。
【０１０４】
さらに、上記のステップＳ１５にあるように、下り回線の個別チャネルの送信電力変動に
応じた異周波数測定制御の開始及び停止の判定を行うことによって、下り回線の個別チャ
ネルの送信電力が増加した時点、すなわち下り回線の回線品質が劣化した時点を契機に一
定時間の異周波数測定を行わせることで、回線品質が良好である場合における不必要な異
周波数測定が行わせず、異周波数測定の消費電力を低減させることができる。
【０１０５】
本発明の第１の実施例では、下り回線の個別チャネルの送信電力変動に応じた異周波数測
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定制御の起動中に異周波数測定が実行されず、現在使用中のキャリア周波数の受信品質が
劣化した場合に生じ得る回線遮断の発生確率を減少させるため、上記のステップＳ１０に
あるように、現在使用中のキャリア周波数の止まり木チャネルの受信品質が、（８）式の
条件を満足した時に、個別チャネルの送信電力変動による異周波数測定制御を停止させ、
異周波数測定を実行させる制御を付加している。
【０１０６】
これによって、本発明の第１の実施例においては、小さいデータ空き時間割合で、回線遮
断が生じる前に異周波数切替えが達成される確率を高くすることができる。したがって、
本発明の第１の実施例では、異周波数切替え制御の不完全性によって生じ得る回線の品質
の劣化及び回線遮断現象の確率を小さくすることができ、回線の品質をより高くすること
ができる。
【０１０７】
次に、本発明の第２の実施例について説明する。本発明の第２の実施例のシステム構成は
、図１に示す本発明の第１の実施例による符号分割多重接続方式を用いたセルラシステム
の構成と同様である。つまり、本発明の第２の実施例のシステム構成は同一サービスエリ
ア内で２つのキャリア周波数を使用した場合におけるセルラシステムの構成と同様である
。
【０１０８】
また、本発明の第２の実施例による上り回線及び下り回線におけるキャリア周波数配置は
図２に示す本発明の一実施例の配置と同様である。すなわち、移動局３０は基地局１０，
１１，２０，２１と回線を接続することができる。この移動局３０が基地局１０，１１と
の回線で使用するキャリア周波数は、上り回線及び下り回線で、キャリア周波数１０１、
キャリア周波数１０３を各々使用するものとする。
【０１０９】
同様に、移動局３０が基地局２０，２１との回線で使用するキャリア周波数は、上り回線
及び下り回線で、キャリア周波数１０２、キャリア周波数１０４を各々使用するものとす
る。また、移動局３０が通信中に基地局１０，１１と接続するか、または基地局２０，２
１と接続するかを判断して接続を行う異周波数切替え制御は移動局３０または基地局制御
装置６０において制御される。尚、上り回線及び下り回線では送信電力制御が適用されて
いる。
【０１１０】
移動局３０における異周波数測定は、拡散率を下げる方法、または符号化されたデータの
一部を送信しないことで符号化率を上げる方法によって、下り回線の送信データを時間的
に圧縮することで、データの空き時間を作成し、このデータの空き時間を利用して測定さ
れる。
【０１１１】
本発明の第２の実施例では、移動局３０において、下り回線における現在使用中のキャリ
ア周波数の止まり木チャネルの受信品質Ｑ _ １、及び異周波数切替え先のキャリア周波数
の止まり木チャネルの受信品質Ｑ _ ２の時間波形を図３に示す。
【０１１２】
図３において、移動局３０は現在使用中のキャリア周波数の止まり木チャネルの受信品質
Ｑ _ １が、（３）式における判定閾値Ｔｈ＿ｓｔａｒｔ以下となった時点 t １（あるいは
t ３）を契機として、一定時間Ｔ＿ｓｔａｒｔだけ異周波数測定（異周波数切替え先のキ
ャリア周波数の止まり木チャネルの受信品質Ｑ _ ２の測定）を行い、Ｔ＿ｓｔａｒｔ時間
内に、異周波数切替え先のキャリア周波数の受信品質Ｑ _ ２と、現在使用中のキャリア周
波数の止まり木チャネルの受信品質Ｑ _ １との差分が、（２）式の条件を満足した時点を
契機として異周波数切替えを行う。
【０１１３】
一方、Ｔ _ ｓｔａｒｔ時間経過後においても、異周波数切替え先のキャリア周波数の受信
品質Ｑ _ ２と、現在使用中のキャリア周波数の止まり木チャネルの受信品質Ｑ _ １との差
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分が、（２）式の条件を満足しない場合、基地局制御装置６０は移動局３０に対して異周
波数測定の停止を指示し、移動局３０と現在回線を接続している基地局１０に対して、移
動局３０に対する下り回線の個別チャネルの送信電力値Ｔｘ _ Ｐｏｗ、及び送信電力差分
Ｄｅｌｔａ＿Ｔｘ＿Ｐｏｗの測定を指示する。
【０１１４】
その後、下り回線の個別チャネルの送信電力変動Ｄｅｌｔａ＿Ｔｘ＿Ｐｏｗが（６）式を
満足した場合、基地局制御装置６０は移動局３０に対して、一定時間Ｔ _ ｏｂの異周波数
測定を指示し、その結果、（２）式を満足した場合には、異周波数切替えが実行される。
一定時間Ｔ _ ｏｂ後は異周波数測定を停止し、再度、（６）式を満足するまで個別チャネ
ルの送信電力変動の測定を行う。
【０１１５】
本発明の第２の実施例によるセルラシステムでは、さらに上記の課題によって生じる回線
遮断現象を回避するため、新たに、以下の制御を付加する。新たに付加する制御の説明の
ため、移動局３０と接続中の基地局１０に対する下り回線の個別チャネルの送信電力Ｔｘ
_ Ｐｏｗの時間波形を図８に示す。
【０１１６】
基地局制御装置６０から移動局３０に対する個別チャネルの送信電力測定の指示を受けた
基地局１０は、図８において、個別チャネルの送信電力値Ｔｘ _ Ｐｏｗが、
Ｔｘ _ Ｐｏｗ＞Ｔｈ＿Ｔｘ _ Ｐｏｗ１　　　　　　　・・・（１１）
という式を満足するまで、（３）式における個別チャネルの送信電力変動Ｄｅｌｔａ＿Ｔ
ｘ＿Ｐｏｗを測定し、個別チャネルの送信電力変動Ｄｅｌｔａ _ Ｔｘ _ Ｐｏｗが（３）式
の条件式を満足した場合、異周波数測定が一定時間開始される。
【０１１７】
個別チャネルの送信電力Ｔｘ _ Ｐｏｗが（１１）式を満足した場合、上記の課題による回
線遮断を回避するため、異周波数測定は送信電力変動によらず、継続的に行うようにする
。この制御は異周波数切替えが実行されるか、図８において、個別チャネルの送信電力Ｔ
ｘ _ Ｐｏｗが、
Ｔｘ _ Ｐｏｗ＜Ｔｈ＿Ｔｘ＿Ｐｏｗ２　　　　　　　・・・（１２）
という式を満足する時点で完了する。
【０１１８】
特に、（１２）式を満足した場合には、再度、（３）式における送信電力変動に応じた異
周波数測定を行う制御に切替える。（１１）式の判定閾値Ｔｈ＿Ｔｘ＿Ｐｏｗ１と、（１
２）式の判定閾値Ｔｈ＿Ｔｘ＿Ｐｏｗ２とは、異周波数測定制御の切替え頻度を減少させ
るために、
Ｔｈ＿Ｔｘ＿Ｐｏｗ１－Ｔｈ＿Ｔｘ＿Ｐｏｗ２＞０　・・・（１３）
という式を満足するようにマージンを持たせるとよい。
【０１１９】
上記の異周波数測定制御は、図３において、現在使用中のキャリア周波数の止まり木チャ
ネルの受信品質Ｑ _ １が、（４）式における判定閾値Ｔｈ＿ｅｎｄ以上となった時点 t ２
を契機として異周波数測定を停止するか、あるいは（２）式を満足した時点ｔ４を契機と
して異周波数切替え制御を開始させるのと同時に異周波数測定を停止させる。（４）式に
おける判定閾値Ｔｈ＿ｅｎｄは、（３）式における判定閾値Ｔｈ＿ｓｔａｒｔより高めに
マージンをとるとよい。
【０１２０】
尚、上記の方式は、個別チャネルの送信電力変動Ｄｅｌｔａ _ Ｔｘ _ Ｐｏｗがある判定閾
値Ｔｈ＿Ｄｅｌｔａ _ Ｔｘ _ Ｐｏｗより小さい、すなわち（７）式の条件式を満足する時
点を異周波数測定を行わない契機として、異周波数測定を予め設定された一定時間行わな
いとする制御と置き換えても基本的な概念は同じである。この際、　（１１）式を、
Ｔｘ _ Ｐｏｗ＜Ｔｈ＿Ｔｘ＿Ｐｏｗ１　　　　　　　・・・（１４）
という式に、
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（１２）式を、
Ｔｘ _ Ｐｏｗ＞Ｔｈ＿Ｔｘ＿Ｐｏｗ２　　　　　　　・・・（１５）
という式に、
（１３）式を、
Ｔｈ＿Ｔｘ＿Ｐｏｗ１－Ｔｈ＿Ｔｘ＿Ｐｏｗ２＜０　・・・（１６）
という式にそれぞれ置換え、（１４）式を満足する時点を契機に、個別チャネルの送信電
力による異周波数測定制御を停止させ、（１５）式を満足する時点を契機に、個別チャネ
ルの送信電力による異周波数測定制御を起動する制御と同等な制御となる。
【０１２１】
この際、移動局の送信電力の最小値をＭｉｎ _ Ｔｘ _ Ｐｏｗとすると、（１４）式におけ
る判定閾値Ｔｈ＿Ｔｘ＿Ｐｏｗ１及び（１５）式における判定閾値Ｔｈ＿Ｔｘ＿Ｐｏｗ２
は、
　
　
　
という式を満足する。
【０１２２】
また、移動局がソフトハンドオーバ中で、複数の基地局と同時に接続している場合、これ
らの基地局に移動局に対する個別チャネルの送信電力の測定を指示する際、移動局と最も
回線状態が良い基地局に対して行うか、あるいは複数の基地局に対して行ってもよい。
【０１２３】
ここで、本発明の第２実施例における基地局制御装置６０、基地局１０，１１，２０，２
１、移動局３０～３２の構成は上述した本発明の第１の実施例と同様である。また、本発
明の第２の実施例の根幹をなす動作は、異周波数切替え制御部６０６で行われる。
【０１２４】
図１５～図１７は本発明の第２の実施例における異周波数切替え制御部６０６の動作を示
すフローチャートである。これら図１５～図１７を参照して異周波数切替え制
御部６０６の制御動作について説明する。
【０１２５】
異周波数切替え制御部６０６は移動局３０に対して現在使用中のキャリア周波数の受信品
質Ｑ _ １の測定を指示し、その測定結果を受信する。この場合の制御のスタートは周波数
切替え制御部６０６において、上記の第１の改善策における（３）式の条件を満足した時
点を示す。また、上記の制御のエンドは異周波数切替えの実行を示す。
【０１２６】
異周波数切替え制御部６０６は制御が開始されると、制御フラグ（Ｆｌａｇ２）を０にセ
ットした後（図１５ステップＳ２１）、異周波数切替え先のキャリア周波数の受信品質Ｑ
_ ２の一定時間Ｔ _ ｓｔａｒｔの測定を移動局３０に指示し、その測定結果を受信する（
図１５ステップＳ２２）。
【０１２７】
その後、異周波数切替え制御部６０６は現在使用中のキャリア周波数の受信品質Ｑ _ １と
、異周波数切替え先のキャリア周波数の受信品質Ｑ _ ２とに対して（２）式の条件判定を
行う（図１５ステップＳ２３）。ステップＳ２３の条件を満足した場合、異周波数切替え
制御部６０６は異周波数切替えを行う ( 上記の制御のエンド ) 。
【０１２８】
ステップＳ２３の条件を満足しない場合、異周波数切替え制御部６０６は異周波数切替え
先のキャリア周波数の受信品質Ｑ _ ２の測定時間が予め設定した測定時間Ｔ _ ｓｔａｒｔ
に到達したか否かを判定する（図１５ステップＳ２４）。ステップＳ２４の条件を満足し
ない場合には、ステップＳ２３に帰還する。
【０１２９】
ステップＳ２４の条件を満足した場合、異周波数切替え制御部６０６は移動局３０に対し
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て、異周波数切替え先のキャリア周波数の受信品質Ｑ _ ２の測定の停止を指示する（図１
５ステップＳ２５）。ステップＳ２５の後、異周波数切替え制御部６０６は基地局１０に
対し、移動局３０に対する下り回線の個別チャネルの送信電力Ｔｘ _ Ｐｏｗの測定を指示
する（図１５ステップＳ２６）。
【０１３０】
ステップＳ２６の後、異周波数切替え制御部６０６は制御フラグ（Ｆｌａｇ２）の判定を
行う（図１５ステップＳ２７）。ステップＳ２７の条件を満足しない場合、異周波数切替
え制御部６０６は現在使用中のキャリア周波数の受信品質Ｑ _ １に対して（９）式の条件
判定を行う（図１５ステップＳ２８）。
【０１３１】
一方、ステップＳ２７の条件を満足する場合、異周波数切替え制御部６０６は現在使用中
のキャリア周波数の受信品質Ｑ _ １に対して（８）式の条件判定を行う（図１６ステップ
Ｓ３０）。ステップＳ３０の条件を満足した場合、異周波数切替え制御部６０６は制御フ
ラグ（Ｆｌａｇ２）を１にセットし（図１６ステップＳ３１）、基地局１０に対して、移
動局３０に対する下り回線の個別チャネルの送信電力Ｔｘ _ Ｐｏｗの測定の停止を指示す
る（図１６ステップＳ３２）。
【０１３２】
ステップＳ３２の後、異周波数切替え制御部６０６は移動局３０に対して異周波数切替え
先のキャリア周波数の受信品質Ｑ _ ２の測定の指示し、その測定結果を受信する（図１６
ステップＳ３３）。ステップＳ３３の後、異周波数切替え制御部６０６は（２）式の条件
判定を行う（図１６ステップＳ３４）。ステップＳ３４の条件を満足した場合、異周波数
切替え制御部６０６は異周波数切替え制御を開始する（上記の制御のエンド ) 。一方、ス
テップＳ３４の条件を満足しない場合には、ステップＳ２７に帰還する。
【０１３３】
ステップＳ２８において、条件を満足した場合、異周波数切替え制御部６０６は制御フラ
グ（Ｆｌａｇ２）を０にセットし（図１５ステップＳ２９）、（６）式の条件判定を行う
（図１７ステップＳ３５）。ステップＳ３５を満足しない場合には、ステップＳ２７に帰
還する。ステップＳ３５を満足した場合、異周波数切替え制御部６０６は基地局１０に対
して、移動局３０に対する下り回線の個別チャネルの送信電力Ｔｘ _ Ｐｏｗの測定の停止
を指示する（図１７ステップＳ３６）。
【０１３４】
ステップＳ３６の後、異周波数切替え制御部６０６は移動局３０に対して異周波数切替え
先のキャリア周波数の受信品質Ｑ _ ２の一定時間Ｔ _ ｏｂの測定を指示し、その測定結果
を受信する（図１７ステップＳ３７）。ステップＳ３７の後、異周波数切替え制御部６０
６は（２）式の条件判定を行う（図１７ステップＳ３８）。
【０１３５】
ステップＳ３８の条件を満足しない場合、異周波数切替え制御部６０６は異周波数切替え
先のキャリア周波数の受信品質Ｑ _ ２の測定時間が、予め設定した測定時間Ｔ _ ｏｂに到
達したか否かを判定する（図１７ステップＳ３９）。ステップＳ３９の条件を満足した場
合には、ステップＳ２６に帰還する。
【０１３６】
一方、ステップＳ３８を満足した場合、異周波数切替え制御部６０６は異周波数切替え制
御を開始する（上記の制御のエンド ) 。尚、上記の制御は上記の第１の改善策における（
４）式の条件を満足した時点で停止される。
【０１３７】
また、移動局３０がソフトハンドオーバ中で、複数の基地局１０，１１，２０，２１と同
時に接続している場合、図１５～図１７に示すフローチャートにおいて、異周波数切替え
制御部６０６が基地局１０，１１，２０，２１に指示する個別チャネルの送信電力の測定
は、移動局３０と最も回線状態が良い基地局１０に対して行うか、あるいは複数の基地局
１０，１１，２０，２１に対して行われる。
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【０１３８】
このように、本発明の第２の実施例では、現在使用中のキャリア周波数の止まり木チャネ
ルの受信品質が劣化し、その後、（３）式の条件を満足した時点で、下り回線の個別チャ
ネル送信電力変動に応じた異周波数測定制御を開始させている。
【０１３９】
以上の制御を行うことによって、現在使用中のキャリア周波数の止まり木チャネルの受信
品質が良い状態における不必要な異周波数測定の制御負荷を減少させることができる。ま
た、異周波数測定の際に送信データを時間的に圧縮している場合には、異周波数測定時に
おけるデータ空き時間割合を小さくすることができる。
【０１４０】
さらに、上記のステップＳ３５にあるように、下り回線の個別チャネルの送信電力変動に
応じた異周波数測定制御の開始及び停止の判定を行うことによって、下り回線の個別チャ
ネルの送信電力が増加した時点、すなわち下り回線の回線品質が劣化した時点を契機に一
定時間の異周波数測定を行わせることで、回線品質が良好である場合における不必要な異
周波数測定が行わせず、異周波数測定の消費電力を低減させることができる。
【０１４１】
また、異周波数測定の際に送信データを時間的に圧縮している場合には、異周波数測定時
におけるデータ空き時間割合を小さくすることができる。さらに、本発明の第２の実施例
では、下り回線の個別チャネルの送信電力変動に応じた異周波数測定制御の起動中に異周
波数測定が実行されず、現在使用中のキャリア周波数の受信品質が劣化した場合に生じ得
る回線遮断の発生確率を減少させるため、上記のステップＳ３０にあるように、現在使用
中の下り回線の個別チャネルの送信電力が、（１１）式の条件を満足した時に、個別チャ
ネルの送信電力変動による異周波数測定制御を停止させ、異周波数測定を実行させる制御
を付加している。
【０１４２】
これによって、本発明の第２の実施例においては、小さいデータ空き時間割合で、回線遮
断が生じる前に異周波数切替えが達成される確率を高くすることができる。したがって、
本発明の第２の実施例では、異周波数切替え制御の不完全性によって生じ得る回線の品質
の劣化及び回線遮断現象の確率を小さくすることができ、回線の品質をより高くすること
ができる。
【０１４３】
次に、本発明の第３の実施例について説明する。本発明の第３の実施例は本発明の第１及
び第２の実施例における異周波数切替え制御部６０６の動作を組合せたものである。
【０１４４】
本発明の第３の実施例では、本発明の第１の実施例による制御において、（８）式を満足
した時点を契機とするか、あるいは本発明の第２の実施例による制御において、（１１）
式を満足した時点を契機として、下り回線の個別チャネルの送信電力変動を用いた異周波
数測定制御を行わず、その後、（２）式を満足するか、あるいは（８）式を満足した時点
を契機とした場合には（９）式を満足するか、あるいは（１１）式を満足した時点を契機
とした場合に（１２）式を満足するまで、異周波数測定を継続する。
【０１４５】
本発明の第３の実施例では、現在使用中のキャリア周波数の止まり木チャネルの受信品質
が劣化し、その後、（３）式の条件を満足した時点で下り回線の個別チャネル送信電力変
動に応じた異周波数測定制御を開始させている。
【０１４６】
以上の制御を行うことによって、現在使用中のキャリア周波数の止まり木チャネルの受信
品質が良い状態における不必要な異周波数測定の制御負荷を減少させることができる。ま
た、異周波数測定の際に送信データを時間的に圧縮している場合には、異周波数測定時に
おけるデータ空き時間割合を小さくすることができる。
【０１４７】

10

20

30

40

50

(22) JP 4003536 B2 2007.11.7



さらに、本発明の第１におけるステップＳ１５及び本発明の第２の実施例におけるステッ
プＳ３５にあるように、下り回線の個別チャネルの送信電力変動に応じた異周波数測定制
御の開始及び停止の判定を行うことによって、下り回線の個別チャネルの送信電力が増加
した時点、すなわち下り回線の回線品質が劣化した時点を契機に一定時間の異周波数測定
を行わせることで、回線品質が良好である場合における不必要な異周波数測定を行わせず
、異周波数測定の消費電力を低減させることができる。また、異周波数測定の際に送信デ
ータを時間的に圧縮している場合には、異周波数測定時におけるデータ空き時間割合を小
さくすることができる。
【０１４８】
さらに、本発明の第３の実施例では、下り回線の個別チャネルの送信電力変動に応じた異
周波数測定制御の起動中に異周波数測定が実行されず、現在使用中のキャリア周波数の受
信品質が劣化した場合に生じえる回線遮断の発生確率を減少させるため、本発明の第１の
実施例におけるステップＳ１０にあるように、現在使用中のキャリア周波数の止まり木チ
ャネルの受信品質が、（８）式の条件を満足した時に、個別チャネルの送信電力変動によ
る異周波数測定制御を停止させ、異周波数測定を実行させる制御を付加している。
【０１４９】
さらに、本発明の第３の実施例では、下り回線の個別チャネルの送信電力変動に応じた異
周波数測定制御の起動中に異周波数測定が実行されず、現在使用中のキャリア周波数の受
信品質が劣化した場合に生じえる回線遮断の発生確率を減少させるため、本発明の第２の
実施例におけるステップＳ３０にあるように、現在使用中の下り回線の個別チャネルの送
信電力が、（１１）式の条件を満足した時に、個別チャネルの送信電力変動による異周波
数測定制御を停止させ、異周波数測定を実行させる制御を付加している。
【０１５０】
これによって、本発明の第３の実施例では、小さいデータ空き時間割合で、回線遮断が生
じる前に異周波数切替えが達成される確率を高くすることができる。したがって、本発明
の第３の実施例では、異周波数切替え制御の不完全性によって生じ得る回線の品質の劣化
及び回線遮断現象の確率を小さくすることができ、回線の品質をより高くすることができ
る。
【０１５１】
次に、本発明の第４の実施例について説明する。図１８は本発明の第４の実施例による基
地局制御装置の構成を示すブロック図である。図１８において、本発明の第４の実施例に
よる基地局制御装置６１は制御部６０３及び異周波数切替え制御部６０６の代わりに制御
部６１１を設けた以外は図９に示す本発明の第１の実施例による基地局制御装置６０と同
様の構成となっており、同一構成要素には同一符号を付してある。また、同一構成要素の
動作は本発明の第１の実施例と同様である。
【０１５２】
すなわち、本発明の第４の実施例による基地局制御装置６１は１つまたは複数の基地局１
０，１１，２０，２１からの信号を受信する入力端子６０１と、受信信号を処理する受信
処理部６０２と、移動局３０～３２または基地局１０，１１，２０，２１からの制御信号
に基づいて制御を行う制御部６１１と、送信処理部６０４と、 1 つまたは複数の基地局１
０，１１，２０，２１へ信号を送信する出力端子６０５とから構成されている。
【０１５３】
制御部６１１は移動局３０～３２と基地局１０，１１，２０，２１との間の回線設定に関
する制御を行う。制御部６１１は移動局３０～３２から異周波数切替え制御に対する要求
の制御信号を受け、移動局３０～３２と回線接続状態にある基地局１０，１１，２０，２
１に対して、周波数切替えの制御を行う。
【０１５４】
制御部６１１は移動局３０～３２からの異周波数切替え制御に対する要求の制御信号を受
け、移動局３０～３２と回線接続状態にある基地局１０，１１，２０，２１に対して、個
別チャネルのデータ空き時間作成の制御を行う。制御部６１１は移動局３０～３２からの
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制御信号を基に基地局１０，１１，２０，２１の送信電力を測定し、この測定結果を移動
局３０～３２に送信するための制御を行う。
【０１５５】
図１９は本発明の第４の実施例による移動局の構成を示すブロック図である。図１９にお
いて、本発明の第４の実施例による移動局４０は異周波数切替え制御部４０１を追加した
以外は図１１に示す本発明の第１の実施例による移動局３０と同様の構成となっており、
同一構成要素には同一符号を付してある。また、同一構成要素の動作は本発明の第１の実
施例と同様である。
【０１５６】
すなわち、本発明の第４の実施例による移動局４０は 1 つまたは複数の基地局１０，１１
，２０，２１に対して信号を送受信するアンテナ３０１と、送信信号及び受信信号を高周
波処理する送受信共用器３０２と、信号の受信処理を行う受信処理部３０３と、送信デー
タを出力する出力端子３０５と、受信処理部３０３からの制御信号に基づいて制御を行う
制御部３０４と、送信データを受信する入力端子３０６と、制御部３０４から送信される
制御信号及び入力端子３０６から入力される送信データを合成するマルチプレクサ（ＭＵ
Ｘ）３０７と、送信データ処理を行う送信処理部３０８と、異周波数切替え制御部４０１
とから構成されている。
【０１５７】
制御部３０４は受信処理部３０３からの信号を基に基地局１０から送信される止まり木チ
ャネルを周期的に測定し、測定結果に関する情報を基地局制御装置６１に送信するための
処理を行う。制御部３０４は受信処理部３０３からの信号を基に受信品質を測定し、１つ
または複数の基地局１０，１１，２０，２１に対して送信電力制御信号を生成する。制御
部３０４は 1 つまたは複数の基地局１０，１１，２０，２１から受信した制御情報から送
信電力制御を行う。
【０１５８】
移動局４０の異周波数切替え制御部４０１では基地局１０から送信される止まり木チャネ
ルを周期的に測定し、その測定結果から異周波数切替え及び異周波数測定制御の判断を行
う。異周波数切替え制御部４０１では、基地局１０からの送信電力の測定結果を受信し、
その測定結果から異周波数切替え及び異周波数測定制御の判断を行う。
【０１５９】
本発明の第４の実施例の根幹をなす動作は、異周波数切替え制御部４０１で行われる。本
発明の第４の実施例と本発明の第１の実施例との差異は、異周波数切替え制御の判定を基
地局制御装置６０内の異周波数切替え制御部６０６で行うか、移動局４０内の異周波数切
替え制御部４０１で行うかの違いのみである。
【０１６０】
本発明の第４の実施例における動作は本発明の第１の実施例における動作と同等である。
これによつて、本発明の第４の実施例では、小さいデータ空き時間割合で、回線遮断が生
じる前に異周波数切替えが達成される確率を高くすることができる。したがって、本発明
の第４の実施例では、異周波数切替え制御の不完全性によって生じ得る回線の品質の劣化
及び回線遮断現象の確率を小さくすることができ、回線の品質をより高くすることができ
る。
【０１６１】
次に、本発明の第５の実施例について説明する。本発明の第５の実施例における基地局制
御装置、移動局の構成は、上述した本発明の第４の実施例と同様である。本発明の第５の
実施例の根幹をなす動作は、異周波数切替え制御部４０１で行われる。
【０１６２】
本発明の第５の実施例と本発明の第２の実施例との差異は、異周波数切替え制御の判定を
基地局制御装置６０内の異周波数切替え制御部６０６で行うか、移動局４０内の異周波数
切替え制御部４０１で行うかの違いのみである。
【０１６３】
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本発明の第５の実施例における動作は、上述した本発明の第２の実施例における動作と同
等である。これによって、本発明の第５の実施例では、小さいデータ空き時間割合で、回
線遮断が生じる前に異周波数切替えが達成される確率を高くすることができる。したがっ
て、本発明の第５の実施例では、異周波数切替え制御の不完全性によって生じ得る回線の
品質の劣化及び回線遮断現象の確率を小さくすることができ、回線の品質をより高くする
ことができる。
【０１６４】
次に、本発明の第６の実施例について説明する。本発明の第６の実施例による基地局制御
装置、移動局の構成は、上述した本発明の第４の実施例と同様である。本発明の第６の実
施例の根幹をなす動作は、異周波数切替え制御部４０１で行われる。
【０１６５】
本発明の第６の実施例と本発明の第２の実施例との差異は、異周波数切替え制御の判定を
基地局制御装置６０内の異周波数切替え制御部６０６で行うか、移動局４０内の異周波数
切替え制御部４０１で行うかの違いのみである。
【０１６６】
本発明の第６の実施例と本発明の第３の実施例との差異は、異周波数切替え制御の判定を
基地局制御装置６０内の異周波数切替え制御部６０６で行うか、移動局４０内の異周波数
切替え制御部４０１で行うかの違いのみである。
【０１６７】
本発明の第６の実施例による動作は本発明の第３の実施例による動作と同等である。これ
によって、本発明の第６の実施例では、小さいデータ空き時間割合で、回線遮断が生じる
前に異周波数切替えが達成される確率を高くすることができる。したがって、本発明の第
６の実施例では、異周波数切替え制御の不完全性によって生じ得る回線の品質の劣化及び
回線遮断現象の確率を小さくすることができ、回線の品質をより高くすることができる。
【０１６８】
次に、本発明の第７の実施例について説明する。図２０は本発明の第７の実施例による基
地局制御装置の構成を示すブロック図である。図２０において、本発明の第７の実施例に
よる基地局制御装置６２は上り回線の個別チャネルの送信電力測定結果に基づいて異周波
数測定制御を行う異周波数切替え制御部６２１を設けた以外は図９に示す本発明の第１の
実施例による基地局制御装置６０と同様の構成となっており、同一構成要素には同一符号
を付してある。また、同一構成要素の動作は本発明の第１の実施例と同様である。
【０１６９】
すなわち、本発明の第７の実施例による基地局制御装置６２は１つまたは複数の基地局１
０，１１，２０，２１からの信号を受信する入力端子６０１と、受信信号を処理する受信
処理部６０２と、移動局３０～３２または基地局１０，１１，２０，２１からの制御信号
に基づいて制御を行う制御部６０３と、送信処理部６０４と、 1 つまたは複数の基地局１
０，１１，２０，２１へ信号を送信する出力端子６０５と、制御部６０３と、異周波数切
替え制御部６２１とから構成されている。
【０１７０】
異周波数切替え制御部６２１は移動局３０～３２と基地局１０，１１，２０，２１との間
の回線設定に関する制御を行う。異周波数切替え制御部６２１は移動局３０～３２から異
周波数切替え制御に対する要求の制御信号を受け、移動局３０～３２と回線接続状態にあ
る基地局１０，１１，２０，２１に対して、個別チャネルのデータ空き時間の作成及び周
波数切替えの制御を行う。異周波数切替え制御部６２１は移動局３０～３２の送信電力の
測定を制御し、移動局３０～３２の測定結果に基づいて異周波数測定の判断を行う。
【０１７１】
図２１は本発明の第７の実施例による移動局の構成を示すブロック図である。図２１にお
いて、本発明の第７の実施例による移動局４１は上り回線の個別チャネルの送信電力測定
結果に基づいて異周波数測定制御を行うための制御部４１１を設けた以外は図１１に示す
本発明の第１の実施例による移動局３０と同様の構成となっており、同一構成要素には同
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一符号を付してある。また、同一構成要素の動作は本発明の第１の実施例と同様である。
【０１７２】
すなわち、本発明の第７の実施例による移動局４１は 1 つまたは複数の基地局１０，１１
，２０，２１に対して信号を送受信するアンテナ３０１と、送信信号及び受信信号を高周
波処理する送受信共用器３０２と、信号の受信処理を行う受信処理部３０３と、送信デー
タを出力する出力端子３０５と、受信処理部３０３からの制御信号に基づいて制御を行う
制御部４１１と、送信データを受信する入力端子３０６と、制御部３０４から送信される
制御信号及び入力端子３０６から入力される送信データを合成するマルチプレクサ（ＭＵ
Ｘ）３０７と、送信データ処理を行う送信処理部３０８とから構成されている。
【０１７３】
制御部４１１では基地局１０，１１，２０，２１から送信される止まり木チャネルを周期
的に測定し、その測定結果を基地局１０，１１，２０，２１に通知するための処理を行う
。制御部４１１は受信処理部３０３からの信号を基に基地局１０，１１，２０，２１から
送信される止まり木チャネルを周期的に測定し、測定結果に関する情報を基地局制御装置
６２に送信するための処理を行う。
【０１７４】
制御部４１１は受信処理部３０３からの信号を基に受信品質を測定し、１つまたは複数の
基地局１０，１１，２０，２１に対して送信電力制御信号を生成する。制御部４１１は 1 
つまたは複数の基地局１０，１１，２０，２１から受信した制御情報を基に送信電力制御
を行う。制御部４１１では基地局制御装置６２から自局（移動局４１）の送信電力の測定
の通知を受け、これに応じて移動局４１の送信電力の測定結果を基地局制御装置６２に通
知するための処理を行う。
【０１７５】
本発明の第７の実施例と本発明の第１の実施例との差異は、本発明の第７の実施例では下
り回線の個別チャネルの送信電力の測定結果に基づいて異周波数測定制御を行うのではな
く、上り回線のの個別チャネルの送信電力測定結果に基づいて異周波数測定制御を行う点
であり、基地局制御装置６０を基地局制御装置６２に変更し、移動局３０を移動局４１に
変更し、異周波数切替え制御部６０６を異周波数切替え制御部６２１に変更したものであ
る。
【０１７６】
これによって、本発明の第７の実施例では、現在使用中のキャリア周波数の止まり木チャ
ネルの受信品質が劣化し、その後、（３）式の条件を満足した時点で上り回線の個別チャ
ネル送信電力変動に応じた異周波数測定制御を開始させている。
【０１７７】
以上の制御を行うことによって、本発明の第７の実施例では、現在使用中のキャリア周波
数の止まり木チャネルの受信品質が良い状態における不必要な異周波数測定の制御負荷を
減少させることができる。また、本発明の第７の実施例では、異周波数測定の際に送信デ
ータを時間的に圧縮している場合、異周波数測定時におけるデータ空き時間割合を小さく
することができる。
【０１７８】
本発明の第７の実施例では、本発明の第１の実施例におけるステップＳ１５にあるように
、上り回線の個別チャネルの送信電力変動に応じた異周波数測定制御の開始及び停止の判
定を行うことによって、上り回線の個別チャネルの送信電力が増加した時点、すなわち、
上り回線の回線品質が劣化した時点を契機に一定時間の異周波数測定を行わせることで、
回線品質が良好である場合における不必要な異周波数測定を行わせず、異周波数測定の消
費電力を低減させることができる。
【０１７９】
また、本発明の第７の実施例では、異周波数測定の際に送信データを時間的に圧縮してい
る場合、異周波数測定時におけるデータ空き時間割合を小さくすることができる。さらに
、本発明の第７の実施例では、上り回線の個別チャネルの送信電力変動に応じた異周波数
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測定制御の起動中に異周波数測定が実行されず、現在使用中のキャリア周波数の受信品質
が劣化した場合に生じ得る回線遮断の発生確率を減少させるため、本発明の第１の実施例
におけるステップＳ１０にあるように、現在使用中のキャリア周波数の止まり木チャネル
の受信品質が、（８）式の条件を満足した時に、個別チャネルの送信電力変動による異周
波数測定制御を停止させ、異周波数測定を実行させる制御を付加している。
【０１８０】
このように、本発明の第７の実施例では、小さいデータ空き時間割合で、回線遮断が生じ
る前に異周波数切替えが達成される確率を高くすることができる。したがって、本発明の
第７の実施例では、異周波数切替え制御の不完全性によって生じ得る回線の品質の劣化及
び回線遮断現象の確率を小さくすることができ、回線の品質をより高くすることができる
。
【０１８１】
次に、本発明の第８の実施例について説明する。本発明の第８の実施例における基地局制
御装置、移動局の構成は、上述した本発明の第７の実施例と同様である。
【０１８２】
本発明の第８の実施例と本発明の第２の実施例との差異は、本発明の第８の実施例では、
下り回線の個別チャネルの送信電力の測定結果に基づいて異周波数測定制御を行うのでは
なく、上り回線の個別チャネルの送信電力測定結果に基づいて異周波数測定制御を行う点
であり、基地局制御装置６０を基地局制御装置６２に変更し、移動局３０を移動局４１に
変更し、異周波数切替え制御部６０６を異周波数切替え制御部６２１に変更した点である
。
【０１８３】
これによって、本発明の第８の実施例では、現在使用中のキャリア周波数の止まり木チャ
ネルの受信品質が劣化し、その後、（３）式の条件を満足した時点で上り回線の個別チャ
ネル送信電力変動に応じた異周波数測定制御を開始させている。
【０１８４】
以上の制御を行うことによって、本発明の第８の実施例では、現在使用中のキャリア周波
数の止まり木チャネルの受信品質が良い状態における不必要な異周波数測定の制御負荷を
減少させることができる。また、本発明の第８の実施例では、異周波数測定の際に送信デ
ータを時間的に圧縮している場合、異周波数測定時におけるデータ空き時間割合を小さく
することができる。
【０１８５】
本発明の第８の実施例では、本発明の第２の実施例におけるステップＳ３５にあるように
、上り回線の個別チャネルの送信電力変動に応じた異周波数測定制御の開始及び停止の判
定を行うことによって、上り回線の個別チャネルの送信電力が増加した時点、すなわち、
上り回線の回線品質が劣化した時点を契機に一定時間の異周波数測定を行わせることで、
回線品質が良好である場合における不必要な異周波数測定を行わせず、異周波数測定の消
費電力を低減させることができる。
【０１８６】
本発明の第８の実施例では、異周波数測定の際に送信データを時間的に圧縮している場合
、異周波数測定時におけるデータ空き時間割合を小さくすることができる。また、本発明
の第８の実施例では、上り回線の個別チャネルの送信電力変動に応じた異周波数測定制御
の起動中に異周波数測定が実行されず、現在使用中のキャリア周波数の受信品質が劣化し
た場合に生じ得る回線遮断の発生確率を減少させるため、本発明の第２の実施例における
ステップＳ３０にあるように、現在使用中の上り回線の個別チャネルの送信電力が、（１
１）式の条件を満足した時に、個別チャネルの送信電力変動による異周波数測定制御を停
止させ、異周波数測定を実行させる制御を付加している。
【０１８７】
このように、本発明の第８の実施例では、小さいデータ空き時間割合で、回線遮断が生じ
る前に異周波数切替えが達成される確率を高くすることができる。したがって、本発明の
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第８の実施例では、異周波数切替え制御の不完全性によって生じ得る回線の品質の劣化及
び回線遮断現象の確率を小さくすることができ、回線の品質をより高くすることができる
。
【０１８８】
次に、本発明の第９の実施例について説明する。本発明の第９の実施例における基地局制
御装置、移動局の構成は、上述した本発明の第７の実施例と同様である。
【０１８９】
本発明の第９の実施例と本発明の第３の実施例との差異は、本発明の第９の実施例が、下
り回線の個別チャネルの送信電力の測定結果に基づいて異周波数測定制御を行うのではな
く、上り回線の個別チャネルの送信電力測定結果に基づいて異周波数測定制御を行う点で
ある。つまり、本発明の第９の実施例では、基地局制御装置６０を基地局制御装置６２に
変更し、移動局３０を移動局４１に変更し、異周波数切替え制御部６０６を異周波数切替
え制御部６２１に変更したものである。
【０１９０】
本発明の第９の実施例では、現在使用中のキャリア周波数の止まり木チャネルの受信品質
が劣化し、その後、（３）式の条件を満足した時点で上り回線の個別チャネル送信電力変
動に応じた異周波数測定制御を開始させている。
【０１９１】
以上の制御を行うことによって、本発明の第９の実施例では、現在使用中のキャリア周波
数の止まり木チャネルの受信品質が良い状態における不必要な異周波数測定の制御負荷を
減少させることができる。
【０１９２】
また、異周波数測定の際に送信データを時間的に圧縮している場合には、異周波数測定時
におけるデータ空き時間割合を小さくすることができる。さらに、本発明の第１の実施例
におけるステップＳ１５や本発明の第２の実施例におけるステップＳ３５にあるように、
上り回線の個別チャネルの送信電力変動に応じた異周波数測定制御の開始及び停止の判定
を行うことによって、上り回線の個別チャネルの送信電力が増加した時点、すなわち、上
り回線の回線品質が劣化した時点を契機に一定時間の異周波数測定を行わせることで、回
線品質が良好である場合における不必要な異周波数測定を行わせず、異周波数測定の消費
電力を低減させることができる。
【０１９３】
本発明の第９の実施例では、異周波数測定の際に送信データを時間的に圧縮している場合
、異周波数測定時におけるデータ空き時間割合を小さくすることができる。
【０１９４】
本発明の第９の実施例では、上り回線の個別チャネルの送信電力変動に応じた異周波数測
定制御の起動中に異周波数測定が実行されず、現在使用中のキャリア周波数の受信品質が
劣化した場合に生じ得る回線遮断の発生確率を減少させるため、本発明の第１の実施例に
おけるステップＳ１０にあるように、現在使用中のキャリア周波数の止まり木チャネルの
受信品質が、（８）式の条件を満足した時に、個別チャネルの送信電力変動による異周波
数測定制御を停止させ、異周波数測定を実行させる制御を付加している。
【０１９５】
本発明の第９の実施例では、上り回線の個別チャネルの送信電力変動に応じた異周波数測
定制御の起動中に異周波数測定が実行されず、現在使用中のキャリア周波数の受信品質が
劣化した場合に生じ得る回線遮断の発生確率を減少させるため、本発明の第２の実施例に
おけるステップＳ３０にあるように、現在使用中の上り回線の個別チャネルの送信電力が
、（１１）式の条件を満足した時に、個別チャネルの送信電力変動による異周波数測定制
御を停止させ、異周波数測定を実行させる制御を付加している。
【０１９６】
このように、本発明の第９の実施例では、小さいデータ空き時間割合で、回線遮断が生じ
る前に異周波数切替えが達成される確率を高くすることができる。したがって、本発明の
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第９の実施例では、異周波数切替え制御の不完全性によって生じ得る回線の品質の劣化及
び回線遮断現象の確率を小さくすることができ、回線の品質をより高くすることができる
。
【０１９７】
次に、本発明の第１０の実施例について説明する。図２２は本発明の第１０の実施例によ
る基地局制御装置の構成を示すブロック図である。図２２において、本発明の第１０の実
施例による基地局制御装置６３は制御部６０３及び異周波数切替え制御部６０６の代わり
に制御部６３１を設けた以外は図９に示す本発明の第１の実施例による基地局制御装置６
０と同様の構成となっており、同一構成要素には同一符号を付してある。また、同一構成
要素の動作は本発明の第１の実施例と同様である。
【０１９８】
すなわち、本発明の第１０の実施例による基地局制御装置６３は１つまたは複数の基地局
からの信号を受信する入力端子６０１と、受信信号を処理する受信処理部６０２と、移動
局３０～３２または基地局１０，１１，２０，２１からの制御信号に基づいて制御を行う
制御部６３１と、送信処理部６０４と、 1 つまたは複数の基地局１０，１１，２０，２１
へ信号を送信する出力端子６０５とから構成されている。
【０１９９】
制御部６３１は移動局３０～３２と基地局１０，１１，２０，２１との間の回線設定に関
する制御を行う。制御部６３１は移動局３０～３２から異周波数切替え制御に対する要求
の制御信号を受け、移動局３０～３２と回線接続状態にある基地局１０，１１，２０，２
１に対して周波数切替え及び個別チャネルのデータ空き時間作成の制御を行う。
【０２００】
図２３は本発明の第１０の実施例による移動局の構成を示すブロック図である。図２３に
おいて、本発明の第１０の実施例による移動局４２は異周波数切替え制御部４２１を追加
した以外は図１１に示す本発明の第１の実施例による移動局３０と同様の構成となってお
り、同一構成要素には同一符号を付してある。また、同一構成要素の動作は本発明の第１
の実施例と同様である。
【０２０１】
すなわち、本発明の第１０の実施例による移動局４２は 1 つまたは複数の基地局１０，１
１，２０，２１に対して信号を送受信するアンテナ３０１と、送信信号及び受信信号を高
周波処理する送受信共用器３０２と、信号の受信処理を行う受信処理部３０３と、送信デ
ータを出力する出力端子３０５と、受信処理部３０３からの制御信号に基づいて制御を行
う制御部３０４と、送信データを受信する入力端子３０６と、制御部３０４から送信され
る制御信号及び入力端子３０６から入力される送信データを合成するマルチプレクサ（Ｍ
ＵＸ）３０７と、送信データ処理を行う送信処理部３０８と、異周波数切替え制御部４２
１とから構成されている。
【０２０２】
制御部３０４は受信処理部３０３からの信号を基に基地局１０から送信される止まり木チ
ャネルを周期的に測定し、測定結果に関する情報を基地局制御装置６３に送信するための
処理を行う。制御部３０４は受信処理部３０３からの信号を基に受信品質を測定し、１つ
または複数の基地局１０，１１，２０，２１に対して送信電力制御信号を生成する。制御
部３０４は 1 つまたは複数の基地局１０，１１，２０，２１から受信した制御情報を基に
送信電力制御を行う。
【０２０３】
移動局４２の異周波数切替え制御部４２１では、基地局１０から送信される止まり木チャ
ネルを周期的に測定し、その測定結果から異周波数切替え及び異周波数測定制御の判断を
行う。
【０２０４】
本発明の第１０の実施例と本発明の第４の実施例との差異は、本発明の第１０の実施例が
、下り回線の個別チャネルの送信電力の測定結果に基づいて異周波数測定制御を行うので
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はなく、上り回線の個別チャネルの送信電力測定結果に基づいて異周波数測定制御を行う
点である。
【０２０５】
つまり、本発明の第１０の実施例では基地局制御装置６１を基地局制御装置６３に変更し
、移動局４０を移動局４２に変更し、異周波数切替え制御部４０１を異周波数切替え制御
部４２１に変更したものである。また、本発明の第１０の実施例の動作は、上述した本発
明の第７の実施例の動作と同等である。
【０２０６】
このように、本発明の第１０の実施例では、小さいデータ空き時間割合で、回線遮断が生
じる前に異周波数切替えが達成される確率を高くすることができる。したがって、本発明
の第１０の実施例では、異周波数切替え制御の不完全性によって生じ得る回線の品質の劣
化及び回線遮断現象の確率を小さくすることができ、回線の品質をより高くすることがで
きる。
【０２０７】
次に、本発明の第１１の実施例について説明する。本発明の第１１の実施例における基地
局制御装置、移動局の構成は、上述した本発明の第１０の実施例と同様である。
【０２０８】
本発明の第１１の実施例と本発明の第５の実施例との差異は、本発明の第１１の実施例が
、下り回線の個別チャネルの送信電力の測定結果に基づいて異周波数測定制御を行うので
はなく、上り回線の個別チャネルの送信電力測定結果に基づいて異周波数測定制御を行う
点である。
【０２０９】
つまり、本発明の第１１の実施例では基地局制御装置６１を基地局制御装置６３に変更し
、移動局４０を移動局４１に変更し、異周波数切替え制御部４０１を異周波数切替え制御
部４２１に変更したものである。また、本発明の第１１の実施例の動作は、上述した本発
明の第８の実施例の動作と同等である。
【０２１０】
このように、本発明の第１１の実施例では、小さいデータ空き時間割合で、回線遮断が生
じる前に異周波数切替えが達成される確率を高くすることができる。したがって、本発明
の第１１の実施例では、異周波数切替え制御の不完全性によって生じ得る回線の品質の劣
化及び回線遮断現象の確率を小さくすることができ、回線の品質をより高くすることがで
きる。
【０２１１】
次に、本発明の第１２の実施例について説明する。本発明の第１２の実施例における基地
局制御装置、移動局の構成は、上述した本発明の第１０の実施例と同様である。
【０２１２】
本発明の第１２の実施例と本発明の第６の実施例との差異は、本発明の第１２の実施例が
、下り回線の個別チャネルの送信電力の測定結果に基づいて異周波数測定制御を行うので
はなく、上り回線の個別チャネルの送信電力測定結果に基づいて異周波数測定制御を行う
点であり、基地局制御装置６１を基地局制御装置６３に変更し、移動局４０を移動局４２
に変更し、異周波数切替え制御部４０１を異周波数切替え制御部４２１に変更したもので
ある。また、本発明の第１２の実施例の動作は、上述した本発明の第９の実施例の動作と
同等である。
【０２１３】
このように、本発明の第１２の実施例では、小さいデータ空き時間割合で、回線遮断が生
じる前に異周波数切替えが達成される確率を高くすることができる。したがって、本発明
の第１２の実施例では、異周波数切替え制御の不完全性によって生じ得る回線の品質の劣
化及び回線遮断現象の確率を小さくすることができ、回線の品質をより高くすることがで
きる。
【０２１４】
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【発明の効果】
以上説明したように本発明は、移動局と、移動局と第１の周波数を用いて通信を行う第１
の基地局と、移動局と第２の周波数を用いて通信を行う第２の基地局とを含み、移動局が
第１の基地局との間で回線を用いて通信を行っている間に回線の品質の変化に応じて第２
の周波数の受信品質を測定し、その受信品質に応じて第２の基地局に回線を切替えて通信
を行うセルラシステムにおいて、回線の品質が予め設定された第１の範囲内である場合に
変化が所定の基準よりも大きければ移動局における第２の周波数の受信品質を測定し、回
線の品質が第１の範囲外である場合に第１の範囲内の場合に比べて高い頻度で移動局にお
ける第２の周波数の受信品質を測定することによって、異周波数切替え制御の不完全性に
よって生じ得る回線の品質の劣化及び回線遮断現象の確率を小さくすることができ、回線
の品質をより高くすることができるという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施例による符号分割多重接続方式を用いたセルラシステムの構
成を示すブロック図である。
【図２】上り回線及び下り回線におけるキャリア周波数配置を示す図である。
【図３】受信品質の時間波形を示す図である。
【図４】受信品質の時間波形を示す図である。
【図５】受信品質の時間波形を示す図である。
【図６】図６は個別チャネルの送信電力の時間波形を示す図である。
【図７】受信品質の時間波形を示す図である。
【図８】個別チャネルの送信電力の時間波形を示す図である。
【図９】図１の基地局制御装置の構成を示すブロック図である。
【図１０】図１の基地局の構成を示すブロック図である。
【図１１】図１の移動局の構成を示すブロック図である。
【図１２】本発明の第 1 の実施例による異周波数切替え制御部の動作を示すフローチャー
トである。
【図１３】本発明の第 1 の実施例による異周波数切替え制御部の動作を示すフローチャー
トである。
【図１４】本発明の第 1 の実施例による異周波数切替え制御部の動作を示すフローチャー
トである。
【図１５】本発明の第２の実施例における異周波数切替え制御部の動作を示すフローチャ
ートである。
【図１６】本発明の第２の実施例における異周波数切替え制御部の動作を示すフローチャ
ートである。
【図１７】本発明の第２の実施例における異周波数切替え制御部の動作を示すフローチャ
ートである。
【図１８】本発明の第４の実施例による基地局制御装置の構成を示すブロック図である。
【図１９】図１９は本発明の第４の実施例による移動局の構成を示すブロック図である。
【図２０】本発明の第７の実施例による基地局制御装置の構成を示すブロック図である。
【図２１】本発明の第７の実施例による移動局の構成を示すブロック図である。
【図２２】本発明の第１０の実施例による基地局制御装置の構成を示すブロック図である
。
【図２３】本発明の第１０の実施例による移動局の構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
１０，１１，２０，２１　基地局
３０～３２　移動局
４０，４１　止まり木チャネル
５０，５１　下り回線個別チャネル
６０～６３　基地局制御装置
７０，７１　上り回線個別チャネル
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１０１～１０４　キャリア周波数
１１ 1 ，３０１　アンテナ
１１２，３０２　送受信共用器
１１３，３０３，６０２　受信処理部
１１４，３０４，４１１，
６０３，６１１，６３１　制御部
１１５，１１９，３０５，
６０５　出力端子
１１６，１２０，３０６，
６０１　入力端子
１１７，３０７　マルチプレクサ
１１８，３０８，６０４　送信処理部
４０１，４２１，６０６，
６２１　異周波数切替え制御部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】
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【 図 ２ ３ 】
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